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令和７年第４回（１２月）大郷町議会定例会会議録第１号 

令和７年１２月２日（火） 

                                    

応招議員（１２名） 

   １番 鈴 木 安 則 君    ２番 赤 間 繁 幸 君 

   ３番 鎌 田 暁 史 君    ４番 鈴 木 利 博 君 

   ５番 赤 間 則 幸 君    ６番 佐々木 和 夫 君 

   ７番 鈴 木 恵 子 君    ８番 金 須 新 一 君 

   ９番 田 中 三惠子 君   １０番 熱 海 文 義 君 

  １１番 高 橋 重 信 君   １２番 石 垣 正 博 君 

                                       

出席議員（１２名） 

   応招議員と同じ 

                                       

欠席議員（なし） 

                                       

  地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため本議会に出席した者

は、次のとおりである。 

町長     石 川 良 彦 君  総務課長   熊 谷 有 司 君 

財政課長   菅 野 直 人 君  まちづくり政策課長  高 橋   優 君 

復興推進課長 武 藤 亨 介 君  復興推進課技監 櫛 濱   学 君 

税務課長   片 倉   剛 君  町民課長   千 葉   昭 君 

保健福祉課長 小 野 純 一 君  農林振興課長 本 間 文 二 君 

商工観光課長 武 田 力 也 君  地域整備課長 遠 藤 歩 未 君 

上下水道課長 赤 間 良 悦 君  会計管理者  伊 藤 義 継 君 

学校教育課長 角 田 倫 明 君  社会教育課長 齋 藤 正 智 君 

選挙管理委員会委員長 及 川 守 江 君 

                                       

事務局出席職員氏名 

 事務局長 三浦 光  次長 千葉真弓  主事 高橋映瑠 

                                       

議事日程第１号 

  令和７年１２月２日（火曜日） 午前１０時開会 

 日程第 １  会議録署名議員の指名 

 日程第 ２  会期の決定 
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 日程第 ３  議長の諸般の報告 

 日程第 ４  委員会報告 

 日程第 ５  町長の行政報告 

 日程第 ６  一般質問〔６人 １６件〕 

         ◎一般質問通告順 

          １．  ５番 佐々木和夫 議員 

          ２．  ８番 金須新一  議員 

          ３．  ３番 鎌田暁史  議員 

          ４．  ５番 赤間則幸  議員 

          ５．  10番 熱海文義  議員 

          ６．  ７番 鈴木恵子  議員 

                                    

本日の会議に付した案件 

 日程第 １  会議録署名議員の指名 

 日程第 ２  会期の決定 

 日程第 ３  議長の諸般の報告 

 日程第 ４  委員会報告 

 日程第 ５  町長の行政報告 

 日程第 ６  一般質問〔６人 １６件〕 

         ◎一般質問通告順 

          １．  ５番 佐々木和夫 議員 

          ２．  ８番 金須新一  議員 

          ３．  ３番 鎌田暁史  議員 

          ４．  ５番 赤間則幸  議員 

          ５．  10番 熱海文義  議員 

          ６．  ７番 鈴木恵子  議員 

                                    

午 前  １０時００分  開 会 

議長（石垣正博君） 皆さんおはようございます。 

    ただいまの出席議員は、全員であります。 

    定足数に達しておりますので、これより令和７年第４回大郷町議会定

例会を開会いたします。 

    初めに、私のほうから一言。 

    町の広報にも、広報紙と一緒に配布をしたわけでありますが、「おおさ

とみんなの議会」第220号での町当局への意見の提言内容について、誤
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字がありました。ここにこの場をお借りいたしまして、議会代表といた

しましておわびを申し上げたいと思います。今後もよりよい紙面作りを

目指しまして、議会一丸となって取り組んでまいりますので、どうぞ今

後ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

    それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

    本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                    

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（石垣正博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署

名議員は会議規則第110条の規定により、２番赤間繁幸議員及び３番鎌

田暁史議員を指名いたします。 

                                    

日程第２ 会期の決定 

議長（石垣正博君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

    お諮りいたします。 

    本定例会の会期は、本日から、12月５日までの４日間としたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石垣正博君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月５日

までの４日間と決定いたしました。 

                                    

日程第３ 議長の諸般の報告 

議長（石垣正博君） 日程第３、議長の諸般の報告を行います。 

    私から報告いたしますが、お手元に配付した報告書により報告に代え

させていただきます。 

                                    

日程第４ 委員会報告 

議長（石垣正博君） 日程第４、委員会報告を行います。 

    各常任委員会の閉会中における所管事務調査について各委員長より報

告を求めます。まず、総務産業常任委員長 鎌田暁史議員。 

総務産業常任委員長（鎌田暁史君） ……（委員会報告書を朗読）……（朗読

文省略）……（報告書は末尾に掲載）……以上で報告を終わります。 

議長（石垣正博君） 次に、教育民生常任委員長 田中三惠子議員。 

教育民生常任委員長（田中三惠子君） ……（委員会報告書を朗読）……（朗

読文省略）……（報告書は末尾に掲載）……以上、報告を終わります。 
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議長（石垣正博君） 以上をもって委員会報告を終わります。 

                                    

日程第５ 町長の行政報告 

議長（石垣正博君） 日程第５、町長の行政報告をいただきます。町長、お願

いします。 

町長（石川良彦君） 皆さんおはようございます。 

    本日、ここに令和７年第４回大郷町議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員の皆様におかれましては、時節柄御多用のところ御出席を賜

り、誠にありがとうございます。 

    今定例会に御提案いたします議案の説明に先立ちまして、９月の第３

回定例会以降の「行政報告」を申し上げます。 

    粕川地区で実施をしてきました復興まちづくり事業は、10月12日に国

と合同で「粕川地区復興まちづくり・堤防整備合同完成式」を挙行いた

しました。 

    式典には国や町、工事関係者など約100名に御出席をいただき、中粕川

地区復興まちづくり事業における動画投影や説明を行いました。 

    また、中粕川地区防災コミュニティセンター駐車場内に設置した「中

粕川地区堤防復旧・復興まちづくり事業竣工記念碑」の除幕式を執り行

いました。 

    復興事業のうち道路につきましては、避難道路としての機能は確保で

きておりますが、一般開放に向けた既設道路との取付工事を来年度中に

施工する予定になっております。 

    かわまちづくり事業につきましては、現在、実施計画検討業務を発注

し、河川敷を整備した後の利用者や事業者に関する市場調査などを実施

しております。 

    現行のかわまちづくり計画をより具体化し、町の活性化につながる、

実効性のある計画にしてまいります。 

    次に、土木関連事業については、５月末の豪雨により被災した公共土

木施設や農業用施設等の災害応急工事が、11月末で約８割完了いたしま

した。年度内完成に向け、引き続き施工を実施してまいります。 

    次に、上水道事業については、施設や老朽管を更新するため、中村第

二配水地の動力盤・計装盤更新工事、屋根防水シート修繕業務、法堂地

区配水管布設替工事を発注しており、来年２月末の完成に向け施工をし

てまいります。 

    下水道事業につきましては、公共下水道マンホールポンプ長寿命化工
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事を発注し、来年２月末の完成に向け施工しており、持続可能な下水道

事業となるよう努めてまいります。 

    次に、ふれあいセンター21のトイレについては、バリアフリー化及び

多目的トイレ等の改修工事が完了し、10月23日から供用開始をしており

ます。 

    道の駅おおさと２階のキッズスペースにつきましては、11月15日より

未就学児向けのおもちゃを設置して子供たちに利用していただいてお

り、子供や親子連れの方々が楽しめる室内遊び場として充実を図ってお

ります。 

    次に、国勢調査については、10月１日を基準日とし、統計調査員の協

力をいただきながら実施をいたしました。 

    調査結果は、私たちが住む地域の社会福祉、雇用対策、防災対策など、

様々な施策に利用してまいります。 

    次に、公共交通の再編については、９月10日、「大郷町地域公共交通協

議会」を設立し、本町の課題となっている公共交通の効率的・効果的な

運行を図るため、住民バス・スクールバス・ふれあい号の再編に向けた

協議を開始をいたしました。 

    今後、町民の皆様の御意見等をいただきながら進めてまいります。 

    次に、地域おこし協力隊については、本年４月、20代の隊員２名が着

任し活動してきたところに、10月には新たに20代の隊員１名が着任し、

計３名で活動をしております。 

    人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、町外の人材を積極

的に受け入れ、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域お

こし支援や農業への従事、住民支援などの地域協力活動を行ってもらい

ながら、定住・定着を図ることで地域力の維持・強化が図れることを期

待をしているところであります。 

    次に、地方創生連携事業については、仙台大学附属明成高校と社会福

祉法人みんなの輪わはわ大郷との連携事業により、本町の食材を生かし

たパンの商品開発を行い、おおさと秋まつりにおいて完成したパンの販

売をいたしました。 

    明成高校とは、本町の生産物と環境を生かした連携事業を積極的に実

施をしてきており、米や大豆、エダマメの生産体験やみそ作り体験、本

町で生産された食材を生かした商品開発に取り組むなど、引き続き、生

徒たちの斬新な発想も取り入れながら事業を展開してまいります。 

    次に、保健福祉事業については、４月から10月22日まで「クーリング
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シェルター」を開設をいたしました。 

    県内においては熱中症警戒アラート発令が６日ありましたが、熱中症

特別警戒アラートは全国でも発令がありませんでした。 

    また、主に65歳以上を対象として定期接種化された「新型コロナウイ

ルス感染症ワクチン」の予防接種について、10月１日より開始をいたし

ました。接種期間は来年３月末日までとなっております。 

    次に、調整給付金につきましては、令和６年分の所得税が確定したこ

とにより、令和６年度に給付した調整交付金に不足が生じた方に対し、

調整給付金支給確認書を発送し、返送のあった方へ支給をいたしまし

た。 

    次に、学校給食につきましては、11月のみやぎふるさと食材月間にち

なみ、大郷産牛肉を使用したほか、有機農業推進協議会と連携し、町内

で生産された有機栽培の新米や地域の野菜をふんだんに取り入れた給

食を提供いたしました。 

    また、社会福祉法人みんなの輪わはわ田尻で育てられ、あいコープで

加工された豚肉を宮城県内で初めて学校給食に取り入れたところであ

ります。 

    学校給食センターについては、10月28日に外壁等改修工事が完成をい

たしました。 

    今後も、安心で安全なおいしい学校給食の提供に努めてまいります。 

    社会教育事業については、11月２日に、「第８回おおさと秋まつり」を

開催いたしました。 

    今年はスポーツの部、生涯学習の部、ふれあいの部の３部門で展開し、

スポーツの部では特別講師としてサッカー元日本代表の平山相太氏を

迎え、サッカー教室を開催をいたしました。生涯学習の部では、おおさ

とヒップホップダンススクールをはじめ、15団体、約130名の方に出演

をしていただき、ダンスやカラオケ、作品展示などで秋まつりを盛り上

げていただきました。また、ふれあいの部においては、出店・大郷町産

和牛試食販売、餅まきなどが行われ、約1,300人の方々に足を運んでい

ただき、地場産品等を楽しんでいただきました。 

    なお、同時に開催いたしましたＤＸ産業まつりやイラスト展には、多

くの企業や学生の方に携わっていただき、にぎわいの創出につながるＰ

Ｒイベントとなりました。 

    これからも、町民の皆様に愛される祭りとなるよう、魅力を高めてま

いりたいと思います。 
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    次に、文化財の保存と継承については、無形文化財の映像記録化業務

や文化財整理業務を発注しており、我が町の歴史、文化等を正しく理解

するために欠かせない資料として、将来の文化の向上・発展の基礎とし

てまいります。 

    次に、公民館事業については、来年１月11日に挙行予定の成人式に向

け、10月４日に新成人で組織する成人式運営委員会を立ち上げ、準備を

進めているところであります。 

    交通安全については、昨年の11月より交通死亡事故ゼロを継続し、11月

25日に交通死亡事故ゼロ１年を達成したことから、宮城県警察本部長よ

り「祝詞」が贈られました。引き続き交通安全の普及・啓発に努めてま

いります。 

    次に、今定例会に御提案いたします議案の概要を申し上げます。 

    人事案件として、教育委員会教育委員の任期満了に伴う任命同意が１

件、一般議案として、条例の一部改正が５件、宮城県市町村職員退職手

当組合規約の変更が１件、また、令和７年度補正予算６件となり、合計

13件を御提案を申し上げます。 

    詳細につきましては、後刻、担当課長より説明を申し上げますので、

御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたしま

す。 

議長（石垣正博君） 以上で町長の行政報告を終わります。 

                                    

          日程第６ 一般質問 

議長（石垣正博君） 日程第６、一般質問を行います。 

    質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

    ６番佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 改めまして、おはようございます。 

    ９月の定例会が一番最後でしたので、今回が一番最初ということで、

２回続けてということになります。 

    まず、大綱通告に従いまして質問を行います。 

    通告大綱１、起業塾で人材交流を。 

    本町は、企業誘致を推進しているが、誘致する団地等が整備されてい

ない状況であります。町内外では、個々で、起業を目指す方々がいます。

その人たちを集め、起業塾や起業セミナー等を開催し、人材育成や人材

交流を図り、定住促進や定住人口を図ってみてはどうか伺います。 

    大綱２、有害鳥獣対策について。 
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    熊、イノシシ等による農作物等への被害が報告されております。特に、

イノシシによる田畑の農作物に対する食害が多いと感じられます。今後

の対策について所見を伺います。 

    （１）イノシシの今年度の捕獲頭数及び農作物の被害金額について伺

います。 

    （２）有害鳥獣対策防止施設購入事業補助金について、今年度の補助

対象件数及び補助金額の実績について伺います。 

    （３）有害鳥獣対策自治体の活動は、有害鳥獣が年々増加傾向であり

実施隊の出動回数が多くなると思われます。隊員の福利厚生についてお

伺いします。 

    大綱３、森林・竹林整備について。 

    近年、少子高齢化により、竹の有効な利用方法がないために、整備が

行われておらず、荒廃した森林が多く見受けられます。今後の森林整備

についてお伺いします。 

    （１）森林環境贈与税を基金として積み立てておりますが、基金の残

高及び今後の活用方法についてお伺いします。 

    （２）おおさと地域振興公社や商工会等と連携し、竹を利用した商品

開発を行ってはどうか。 

    （３）竹林を整備するために、町が竹の粉砕機を購入し、シルバー人

材センターに処理の依頼や個人が所有する山林の環境整備に貸出しし、

山林の整備を行ってはどうかお伺いいたします。以上です。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 佐々木和夫議員の大綱１つ目、「起業塾で人材交流を」の

御質問に答弁をさせていただきます。 

    「起業塾などでの人材育成や人材交流」につきましては、起業意欲を

持った人材を呼び込み、企業の後押しをすることによって町内で起業す

る方が増えれば、明るい話題で町が活気づき、町内経済の活性化や人材

流入にも期待が持てると考えております。 

    現在、くろかわ商工会において、「創業支援事業」が実施され、起業を

考えている方々へのセミナー等が開催されておりますが、こうした既存

事業を活用するとともに、本町としてもできることから取り組んでまい

りたいと考えております。 

    次に、大綱２つ目の「有害鳥獣対策について」の御質問に答弁をいた

します。 

    （１）の「イノシシの今年度の捕獲頭数及び農作物の被害金額」につ
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きましては、捕獲頭数は、４月から10月までで80頭、その後、猟期に入

ってからも40頭を超え、合計で120頭を超えている状況にあります。 

    農作物の被害金額は、現時点で報告のあったものだけになりますが、

21件の報告があります。令和７年度農作物被害算定基準の単価による計

算をいたしますと、約300万円と算出をしております。 

    また、農作物だけでなく、果樹、栗、水田の畦畔や用排水路の掘削被

害、ビニールハウスの破損など、様々な被害があると認識をしておりま

す。 

    （２）の「今年度の有害鳥獣防止施設購入事業補助金の実績」につき

まして、11月の20日時点になりますが、16件の申請があり、75万円の補

助を予定しております。 

    （３）の「鳥獣被害対策実施隊の福利厚生」につきましては、隊員が

実施隊として任命された場合、その活動中は非常勤の公務員（特別職の

の職員）という身分になりますので、活動中の災害に対して、公務災害

として補償を受けることになります。 

    また、隊員のうち、主に捕獲に従事することが見込まれる人は、狩猟

者登録時の狩猟税が非課税となります。 

    それから、活動実績等に応じて、町から報酬や費用弁償が支給をされ

ます。 

    さらに、一定の要件を満たす実施隊員につきましては、銃刀法に基づ

く猟銃所持許可の更新等の申請に際し、「技能講習」が免除されること

やライフル銃所持許可の特例などが挙げられております。 

    次に、大綱３つ目、「森林・竹林整備について」の御質問に答弁をいた

します。 

    （１）の「森林環境譲与税の基金残高及び今後の活用方法」につきま

しては、令和６年度末の残高は、836万6,594円となっております。 

    令和６年度は、基金を活用して森林所有者への意向調査を一部の地域

で実施をいたしました。 

    今後の活用については、引き続き意向調査を実施し、その結果に基づ

いた森林の整備費用や、森林クラウドシステムの使用料等を予定してお

ります。 

    （２）の「竹を利用した商品開発」につきましては、主にタケノコの

加工品や竹炭パウダーなどの「食品」、かごやざるなどの「工芸品」、タ

ケノコ掘り体験などの「観光」が考えられます。 

    ビジネスモデルとして確立するまでには、それぞれ課題があり、一足
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飛びにはいかないと思いますが、資源である竹林の活用については、今

後も検討してまいります。 

    （３）の「竹林の整備」については、竹を加工処理するための機械と

して、竹粉砕機やウッドチッパーなどがあります。 

    町がこれらの機械を所持した場合、購入後のメンテナンス費用や現場

までの運搬費、使用者がけがした場合等の対応が想定をされますので、

今後、処理機械のニーズが高まった場合には、リース料の補助などの検

討をさせていただきたいと思います。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 大綱１のこの起業、いろんな起業があって、個人でで

きる起業もあると思います。例えばデートレーダーみたく１日の取引で

あったり、あとは本当にインターネットを使って起業もできると思うの

ですが、やはりそういう方々を大々的に縁の郷あたりにおいて募集した

らいかがと思いますが、その辺は考えはないでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    縁の郷でそういった方々を募集してはどうかという御質問でございま

すけれども、まず縁の郷の指定管理者、指定管理事業者が今後どうなる

かということに関しまして、現時点では未定な状況ではございますけれ

ども、そういった今後、指定管理をお願いして、指定管理事業者として

運営をやっていただける事業者の方と相談の上、縁の郷のテレワーク施

設をそういった方々、起業を考えていらっしゃる方々の活躍の場として

活用できるかどうかというところも含めて、相談してまいりたいという

ふうに思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはり若い方々を、リスクを大変っていう方々が多い

と思います。やはり、こうやって仕事をしたいですよねという方々が大

いに、あれですね、大郷町でも、たしか富谷市で行っているような気が

しました。やはりそういうところを広めていただいて、大郷に来てもい

いですよね、いろんなところがあって、例えば空き家でも使ってでもで

きますし、そういうところを利用してやるという考えはないのでしょう

か。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 
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    まず、大郷で起業されたいというふうな方がいらした場合には、どう

いったところで、大郷町内のどういったところで起業をしていただける

かどうか、それがその方の活躍の場としてふさわしいかどうかというと

ころを、まず町に御相談いただきました場合には、相談に応じて、こう

いった場所がありますよというふうなところを御提案するということ

はできると思います。 

    その中で、佐々木議員に御提案いただきました空き家というところも、

１つの選択肢というふうになるかなというふうに思っております。以上

でございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 企業もいろいろあって、大企業だけではなくて、例え

ば農業で起業しましょう、水稲はなかなか独立するのが難しいというこ

とになりますが、例えば園芸資材でも、やはり新たに畑を使ってやろう

とか、いろんな企業、一くくりの会社ではなくて、１つのいろんな企業

の中で、広く取ったほうがいいと思います。 

    例えば畑であれ、あとは株の取引の会社であれ、１人でやれる会社で

あれ、また二、三人でやる企業、いろんな企業があるのです。ただ、大

郷町の場合、企業、企業といって、大企業とか、やはり土地を、会社を

誘致して、そこに土地を造ってそこに会社を造ろうというのが多いと思

いますが、個人でもできますよね。また、二、三人でも起業できるよね

というような、そういうところ、グラウンドがあってもいいと思います

が、その辺の考えはないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    企業誘致というくくりの中では、大企業の誘致に注目が行きがちでは

ありますけれども、当然のことながら、個人または少人数で何かベンチ

ャー的なものをこの町でやってみたいという方も対象として、町の中に

来ていただいて事業を始めていただくことに支援をしていきたいなと

いうふうに考えてございます。 

    ただ、どういった支援ができるかというものは、やはりその方々の企

業の内容、事業の内容というものをお伺いしながら、国のメニューであ

ったり、県のメニューであったり、様々な補助、支援のメニュー、あり

ますので、そういったところを活用を促したりとかしながら、そういっ

た方々を町に呼び込めないかなというふうに考えております。 

    もちろん町として、その起業しやすい土壌というのはつくっていくと
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いうことも大事なのかなというふうに思っておりますので、そういう個

人の方々であったり、少人数でベンチャーを立ち上げたいという方がい

らっしゃれば、町長の答弁の中でもございましたけれども、どういった

ことができるかというところも一緒に考えながら、できるところからや

ってまいりたいなというふうに思います。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） その気持ちは分かるのですが、やはり町外に情報発信

をしないと、なかなかこういう町ですよねと、ここで起業したいですよ

ねというのが起きないと思うんですよ。どうしても町とかでインターネ

ットを出しているんですよと、広報で出しているんですよと言います

が、要はどのぐらい見ているのかというところもあるので、やはりその

起業する土壌をつくるのには情報発信を大々的にするべき、必要だと思

いますが、例えば住民バスで広告を募集している場合に、あそこにもこ

ういうのがありますよ、起業塾をやりたいですよね、やりますよねとい

う発想とかはやっていただけないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） 起業塾というところを広告として打っていけな

いものかというところですけれども、住民バスの車体広告でそういった

ものができるかどうかというのは検討してみなきゃ分からないところ

でございますけれども、情報発信というのは本当に重要なツールである

というふうに考えております。 

    大企業のみならず、そういった個人の方々、小規模な事業者の方々、

町を元気にしていただけるという意味では同じ、共通だと思っておりま

すので、情報発信を積極的に打って出て、大郷町の魅力というものを周

りの方に知っていただいて、町内を元気にしていただけるような方、事

業者様が来ていただけるようなことはやってまいりたいというふうに

思っております。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 武田課長の情報発信、期待をいたしまして、大綱２に

移りたいと思います。 

    有害鳥獣対策ということで、今年、今現在120頭ということでございま

した。昨年度は何頭だったのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    イノシシの捕獲頭数、令和６年度につきましては、54頭でございます。
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以上でございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 120頭と54頭って、随分増えたような気がするのですが、

やはり増えているんですよね。この増えた原因というのは一応把握して

いるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    イノシシ、令和４年、５年、６年と、捕獲頭数が約40頭から60頭、70頭

ぐらいの幅で動いていました。今回120頭を既に超えているというとこ

ろで、かなりイノシシが増えたという認識はしております。町に対して

の目撃情報、それから被害情報についてもかなり増えております。 

    イノシシについてはやはりかなり１回で多産ということもあります

し、大郷町は内陸ということで、大和町、それから大崎、いろんなとこ

ろからイノシシが入ってまいります。そういった中で、ほかの自治体も

含めて、今イノシシは非常に増えているという情報はつかんでおりま

す。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） そうすると、大郷町のイノシシは不法滞在ということ

になるのでしょうかね。やはりそこら辺も十分あるのですが、昨年度の

農作物の被害ってどのぐらいあったのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    令和６年度の農作物の被害ですけれども、これも届出のあったもの、

報告のあったものということになりますが、91万5,000円と算出してお

ります。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 年々増えていると思うのですが、これ、報告があった

ということだけで、それこそアンケートとか、実際農家の方々、多分自

分ちで食べようと思った部分もあると思うんですよ。売ろうと思ったと

いうところもあるよと。やはりそこは正確にというか、ほぼ実数に近い

数字を被害金額として出すべきだと思いますが、その辺はどうなのでし

ょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    今後につきましては、柿、栗とかの果樹の伐採とか、そういったこと
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も地域の情報も集めていかなければいけないと思っている中で、そうい

った農作物の被害も改めて調査ができる機会がありましたら行ってま

いりたいというふうに思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはりイノシシだの熊、稲なんかは臭いがつくと買上

げできないということもありますので、それをきちんと把握していただ

ければなと思います。 

    補助事業ありますね、補助金、電柵とか。あれ、昨年はどのぐらいの

実績があったのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    有害鳥獣被害防止施設購入事業補助金の実績、令和６年度につきまし

ては、14件の申請、84万3,000円ほど補助しております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） じゃあ去年とあまり変わらない状況だということにな

ります。これはイノシシだけの防止の補助金だけだったのでしょうか。

熊はなかったのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    こちらの補助金につきましては、イノシシだけということではなくて、

鳥獣全てに対して申請ができるものというふうになっております。以上

です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 補助金を出してあげて農作物を守るということは多分

いいことだと思います。これ、ほとんど個人で申請されると思うのです

が、１回限りなのでしょうか。それとも、毎年毎年、申請は可能なので

しょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    こちらの補助金につきましては、世帯員もしくはお１人でも、法人で

もですけれども、１年間に一度の申請になります。ただ、毎年の申請は

可能ですので、毎年毎年、順番に田んぼであったり畑であったり、設置

される方は続けて、１年、２年、３年と続けて申請される方もいらっし

ゃいます。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 
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６番（佐々木和夫君） やはりそこは、一度申請したら終わりなのかと思って

いる方々もいますので、そこにもう少し広報活動をしていただいて、農

作物を守っていただければなと思いますが、もう少し広報活動をしてい

ただけないでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    町の広報紙等で周知はさせていただいておりますが、なおそれを強化

して、なお周知してまいりたいというふうに思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） さっきイノシシが120頭というお話でございました。で

は、熊は何頭だったのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） 今年の熊の目撃情報につきましては、今のとこ

ろ45件ほど寄せられております。捕獲頭数についてはゼロ頭でございま

す。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） じゃあ45件の目撃情報だということでございまして、

人的被害はなかったということでよろしいですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    目撃情報であって、人的被害は１件も報告されておりません。以上で

す。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはりイノシシも熊もですが、事前に防ぐためには、

かごが必要だと思われます。それで、大郷町で何基持っていて、あとは

実施隊の方々が何基持っているのですか。お答えできれば。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    熊の箱わなにつきましては１基、ドラム式箱わなにつきましては２基、

これは全て全て役場で持っているものになります。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） じゃあ計３基ということですね。じゃあイノシシはど

のぐらいですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 
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    イノシシにつきましては、全部で14基ございます。そのうち、町所有

が４基、猟友会が10基でございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 120頭捕獲したということで、この全て、14基、箱わな

に入ったのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    今この14基、フルに町内各所に設置されておりまして、その箱わなに

よって120頭超の捕獲をしております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） くくりわなも多分あると思うのですが、それに関して

は頭数、入っていないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    くくりわなについても二十数基持っているのですけれども、今猟友会

の会長さんと御相談した中で、やはりくくりわなですと、かかった後に

イノシシが暴れたりだとか、そのワイヤーを切って逃げたりだとか、い

ろんな事故報告もあるものですから、隊長さんのほうでは、箱わなに入

れてしっかりと止め刺しをすると。隊員の事故も防ぐという観点から、

箱わなのみの捕獲というふうにしております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはり頭数から言うと、14基では足りないような気が

します。やはりもう少し増やしていただけるという、例えば県であれ国

での補正予算を組んでいるような気がするのですが、大郷町でもこの箱

わなに関して、熊も含めてですが、増やすような計画はあるのでしょう

か。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    まずは熊のほうからということになりますけれども、熊の個体数です

と、今のところ３基で十分かなという考えはございます。イノシシにつ

いては14基ですけれども、熊、イノシシ、いずれにしても、猟友会の会

長、それから猟友会の皆様とお話しした中で、もし足りないのであれば

町のほうでも購入して、そういった補助金も使いながら購入して対応し

てまいりたいというふうに思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 
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６番（佐々木和夫君） 雰囲気的には14基では足りないような気がします。や

はり増やしていただけないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    現状、先ほど申し上げましたが、町内全域にこの14基、フルで今設置

しているところです。今漁期ということで、ハンターの皆様が自由に猟

ができる時期ということになっておりますが、冬にかけております。今

のところ、会長であったり、そういったかける方が見回り等々を行いな

がら、おりを適切な場所に、適切な場所に移動しながらやっています。

町としてもその設置場所は把握しておりますけれども、今のところ町内

全域、ある程度網羅できているかと思いますが、今後そういった猟友会

の要請があれば増やしていきたいというふうに思っております。以上で

す。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 山間部に住んでいられる方というか、農作物を作られ

ている方々が、やはり箱わなをもっと設置してくださいという要望が多

分あると思うのですが、それは把握しているのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    そういったお電話があった際には、全て猟友会の会長のほうにつない

で現場も確認いただきながら、もうイノシシが来ない場所から箱わなを

移動したりだとか、そういったことを伝えております。猟期の間も本当

はハンターの皆様が自由にかけられる時期でありますけれども、全てそ

ういった情報は、猟期であっても会長のほうにつながせていただいてお

ります。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはり猟友会の方々、大変御苦労なお仕事でございま

して、最初は多分、今から40年ぐらい前は、猟友会の方々は多分趣味の

世界だったんですよ。キジとかカモを撃ったと。だから食べましょうと

かというぐらいのレベルだったのですが、イノシシが出てきてから、こ

れ、趣味の領域を超えていると思うんですよ。多分箱わなを仕掛けたら、

見に行かなくちゃいけない。それはもうボランティアでもなくて、もう

なりわいになるような気がするんですよ。ただ一度見に行くときに、費

用弁償ってどのぐらい出しているのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 
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農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    見回り経費につきましては、1,500円ほど支出しております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 1,500円ということは、１時間ですよね。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    見回りは主に朝と晩と見回りすることになるかと思います。この

1,500円につきましては、１日1,500円ということになります。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） これ、労働と取るんじゃなくて、趣味の世界で取るの

ですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    見回り費用につきましては1,500円ですが、そのほかに、箱わなの設置、

それから撤去である費用、その日の費用弁償も当然見ていますし、それ

から車両の借り上げ代、それから弾代、電気やりで止め刺しする場合の

電気代の費用とか、それからあとは実際にイノシシが入って止め刺し処

理するときの費用は別途見ております。 

    ですので、確かに議員さんおっしゃるとおり、今となればもう、この

ぐらい頭数が出ているので、しっかり趣味よりもなりわいということに

なっていますし、鳥獣被害対策実施隊として、非常勤の公務員として位

置づけられておりますので、そこはある程度、非常勤の公務員としてや

っていただいている分はございますが、そこにつきましてしっかりこの

辺、単価を定めて今対応しているところです。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） もう少しで多分令和８年度の予算組みだと思われるの

ですが、この辺をもう少し充実していただけるという考えはないのでし

ょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    昨今の熊の被害状況もありますし、危険がかなり及んでいる、イノシ

シ、熊の捕獲に対して実施隊の皆様に危険が及んでいるというところも

ございますので、その辺につきましての費用については上げる方向でと

いうことで、国とかも出ています。その辺はしっかり情報をつかみなが

ら、それから近隣町村との猟友会の皆さんとのバランスもありますの
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で、その辺をしっかり情報を収集して対応してまいりたいというふうに

思っています。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはり報酬が上がれば、私もやってみようかという方

々もいるのかなと思いますので、これはやはりもう趣味じゃなくてなり

わいですよねというふうになると思います。やはり先行投資ではないの

ですが、農作物を守る。じゃないと、今一歩間違えると歩道にイノシシ

と一緒に、中学生が一緒に歩くような格好になっちゃう。そういうのも

困るので、やはりイノシシは山に帰っていただくと。不法滞在ではなく

て、あなたの故郷はね、山の中だよというふうに追い返していかなけれ

ばならないと思います。そのためにはやはり費用弁償は必要だと思いま

す。上げていただければなと思います。 

    あと、熊に関して、結構、柿の木に上って柿を取っているという状況

でございますが、この柿をじゃあ、柿を収穫しないので柿の木を伐採す

る、あとはその他の処理費用とかは町で出していただけるような考えは

ないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    先日、土曜日の新聞にも載りましたけれども、今回環境省で補正予算、

三十数億円ほどありまして、その中で28億円を市町村にということで、

この熊対策について予算がついたところでございます。その中で放任果

樹、そういった柿とか栗で実がそのままついているものの伐採であった

りという経費も当然入ってきます。 

    今、県のほうからそういった本数であったり要望量調査もありますし、

今後、町としては、地域のそういった伐採してもいいような、もしくは

おうちの近くにあって危険が及ぶような果樹で伐採してほしいという

ような意向をとって、その辺はしっかり対応してまいりたいというふう

に思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはりここまで来ると、大郷町単独では何ともならん

と思うんですよ。やはり近隣の松島町、利府町、大和町、富谷市、あと

大崎市ですか、やはり連合を組んで一気にしないとなかなか難しいかと

思いますが、そういう宮城県と連携していくという考えはないのでしょ

うか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 
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農林振興課長（本間文二君） まだ県からそういった広域でのという話は来て

いませんけれども、各市町村単位でかなり実施隊、ハンターの方が少な

くなってきている、もしくは高齢化されてきているということもありま

すので、その辺は市町村同士でこれからどのように連携できるか、市町

村同士でも横のつながりを協議してまいりたいと思っております。以上

です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはり熊であれイノシシであれ、餌がないから里に下

りてきているのかなと思っております。山林を伐採してソーラーパネル

を立てているということで、熊やイノシシが逆に餌がなくてこっちに来

ているのかなと思われるのですが、そういう因果関係はないのでしょう

か。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    実際に、やはり山に餌がなくて里に下りてきているケースが全国的に

あるのかなというふうに思っております。ただ、そのソーラーパネルと

の因果関係は分からないのですけれども、いずれイノシシがこれだけ増

えたというところもあって、イノシシと熊の食べるものが近しいものが

あるということで、やはりイノシシに餌を取られている可能性もあるか

なというふうには感じております。 

    本来、聞いた話ですけれども、熊がいて、イノシシが来ると熊がいな

くなるということで、大郷でも一度熊の目撃情報は減ったのですけれど

も、最近はまた両方の目撃が増えて、共存しているのかなというふうに

感じておりますので、そういった餌の取り合いになっていることは間違

いないかなというふうに思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） じゃあイノシシと熊は協定を結んでいるというような

感じでよろしいのでしょうかね。やはり山に餌がなくて、里の柿の木に

取りに来ているということは、逆に山に柿の木を植えたらいいんじゃな

いですか。山に餌をやる。そうすると里に来なくなる。柿の木を伐採し

て餌がなくなるということは多分、今度は生ごみであれ、何か今度は荒

らすような気がするんですよ。これこそ何百キロもあるかごをひっくり

返したりし始めたら大変なので、やはり逆に山のほうに餌場を作っちゃ

うという考えがあったほうがよろしいと思いますが、その辺はどうなの

でしょうか。 
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議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    議員さんのおっしゃるとおり、私も同じように考えております。里の

ほうに下りてきて柿とか栗とかを食べている。それが全部なくなれば、

おうちの周りにある生ごみとかいろんな、もしくは納屋に入って米を荒

らすとか、そういったことも想定されてくる。それで、山のほうにそう

いった餌があれば、当然下りてこないのかなと。満腹になればしっかり

冬眠していただくということもあるので、その辺を根本的にと考える

と、やはり山に餌があることが一番かなと個人的には思っております。

その辺何か県とか国とかの会議の中でもしお話しする機会があれば、お

話ししてみたいなというふうには思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） ぜひとも宮城県連合艦隊を組んで撲滅していただけれ

ばなと思います。 

    それで、このライフルの所持でありますが、大郷町でライフル所持の

免許を持っている方々がいるのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    ライフル銃の免許というのは、第１種の猟銃の許可免許となっており

まして、それは散弾銃とライフル共通の許可資格ですので、その第１種

については実施隊、猟友会の方９名の方、皆さん所持しております。た

だ、ライフル銃を実際に所持している方、銃器を所持している方は１名

でございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木議員、これから２番終わりますか。まだまだ。い

いですか。 

    ここで10分間休憩といたします。 

午 前１０時５９分  休 憩 

午 前１１時０９分  開 議 

議長（石垣正博君） それでは、休憩前に続き会議を開きます。 

    佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） ライフルの件なのですが、所持者の方々も熊を撃った

という経験はあるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    ちょっとそこを確認できておりませんが、猟期の間に、過去に撃った
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ことがあるかどうか、そこはちょっと猟友会の方に確認してみたいと思

います。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） ないにこしたことはないと思いますが、今、あともう

少し有害鳥獣で、鹿は有害鳥獣に入っているのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） 有害鳥獣といった場合につきましては、基本的

には農作物であったり、被害であったりというところがあると、有害鳥

獣という形に捉えられます。鹿も緊急銃猟等の対象になっておることか

ら、そういった被害があった場合には有害鳥獣となるというところでご

ざいます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 結構、鹿の目撃情報なんかちょっと耳に入っているの

ですが、そういう情報は入っているのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    役場のほうにもたまに鹿であったり、それからカモシカであったりと

いう目撃情報はありますが、表立った農作物被害というところは今のと

ころ聞いておりません。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 野生の王国になったら困るので、やはりそこら辺はき

ちんと対応していただければなと思います。やはり第１次産業がなりわ

いとやっている方が随分多いので、それで園芸作物のほうも結構被害が

あるということで、大変難しいのだと思うのですが、やはり箱わなを増

やしたり、前向きに検討していただければなと思います。 

    多分、今度県の予算、国の補正予算も来ると思うので、それを重点的

に使っていただいて、来年度はやはり130頭、よく取るのがいいのか、

減るのかというのはちょっと難しいのですが、やはり農家の方々の被害

がなくなるように、ぜひとも検討していただいてお願いしたいかなと思

ってございます。 

    次に、大綱３の森林についてですが、基金が830万円ほどの残高が残っ

ているということでございますが、この森林クラウドシステム使用料等

を予定しているということですが、この森林クラウドシステムというの

はどういうシステムなのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 
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農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    県の森林クラウドシステムなのですけれども、こちらにつきましては、

森林の情報が載っておりまして、俗にいう民有林であったり人工林であ

ったり、あとは５条森林と言われるような伐採届が必要な森林の網かけ

の情報であったり、そういったものは全て載っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはり竹は、今まで石川議長さんが説明というか質問

をしていたのですが、誰もしないので今度私が代わりに竹をしたいかな

と思っていまして、どのぐらい大郷町でこの手のつけられていないとい

うか、竹林がどのぐらい増えているのだか、一応管理等もしているので

しょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    その手のつけられていない、もしくは竹林というところでの集計はし

ておりません。申し訳ございません。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはり竹林になっちゃうと、杉の木が枯れるんですよ。

やはりそこら辺はきちんと所有者の方々と意見を取って、竹をできる限

り切ってほしいということの通知なんかは出していただけないでしょ

うか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    竹林というところでもやはり個人の所有、個人の財産というところに

なるかと思います。やはりその個人の方が自分の竹林をどのように活用

されるのかというところはあくまで個人のものになりますので、役場が

ちょっと今のところそこまで介入できないかなというふうに思ってお

ります。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 春先になるとタケノコを取る方々が多いのですが、人

間よりも先にイノシシが食べてしまうという状況もあります。そうする

と、なおのこと所有者の方々が入らなくなるということにもなりますの

で、この辺についても啓蒙とかするのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） 確かにそのタケノコについては熊とかイノシシ

が食べてということも聞いておりますし、やはりそこで人とそういった
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鳥獣が出会うという危険な場面にもなるかと思いますが、やはりそこは

今のところ個人でまずは管理していただくということが第一になるか

と思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 20代、30代の若者が管理せよというのならするのです

が、もう子供たちもいなくて、それこそ高齢化が進んでいる上で竹を管

理せよというのは多分不可能に近いような気がします。やはりこれは行

政のほうで何とかお手伝いできる手だてはないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    今、林野庁のほうから森林環境譲与税という形で、そういった譲与税

が町のほうに来ていまして基金として積立てをしております。実際、竹

についてはその森林環境譲与税の中で、森林の担い手の集約であったり

管理というのはできるのですけれども、森林環境譲与税の中では竹とい

うのは一応対象外というふうになっておりますが、特例としてそういっ

た人工林とかそういったものに過大に影響があるというものは一部認

められているところがございますので、その辺は県なり国に相談しなが

ら、もし活用できるものがあれば、そういった基金を利用してやってい

ければと思いますが、いずれ基金も、先ほど言ったように830万円ほど

ということで、町内全部が今すぐにやれるわけではございませんので、

まずは人口林、私有林を守るというのはその譲与税の基本にありますか

ら、その中で竹をどこまで食い止められるかという話になるかと思いま

す。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 竹で工芸品とかタケノコ掘り体験の観光が考えられる

ということになるのですが、やはり地域おこし協力隊の協力をいただい

て、こういうようなアプローチをするというような考えは、土地の所有

者と話し合って、竹で工芸品を作るとかタケノコ掘りの観光を、地域お

こし協力隊と一緒に行うという考えはないでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    地域おこし協力隊の協力をもらってというようなお話でございました

が、実際、地域おこし協力隊、今現在３名おります。先日も農業法人と

連携の事業ということで、ネギ掘りということで実施しました。 

    そういった形で、地域の皆様と協力して、連携していろんな事業をで
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きるかと思っておりますので、タケノコ掘りということでの体験であっ

たりというのも、可能性としてはあるかと思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） ぜひとも、やはり発信をするということが大切なので、

タケノコ掘りは４月の終わり頃から５月にかけての本当に短い期間で

ありますので、ぜひとも協力隊のほうの御協力をお願いしたいかなと思

ってございます。 

    あと、この竹の工芸品については、やはり小中学生にもこういう竹の

使い方があるんですよねという、学校のほんの少しの間でもいいので、

ホームルームの時間でもいいので、例えばこういう竹を使ってやるんで

すよと、身近に大郷町には竹があるので、そういう学校のほうでもこの

竹の工芸品とか、この竹林の整備についてというお話をされたらいかが

と思いますが、どうなのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（角田倫明君） お答えさせていただきます。 

    工芸品につきまして、その作られている方とかいらっしゃれば、そう

いったところを学習としてお招きしてといったところは学校のほうで

できるかと思いますので、今後検討していきたいと思っております。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） やはり大郷町に住んでいて、いろんなものが体験でき

るというのも１つの魅力だと思いますので、学校の教育のほうに入れる

ということを検討していただければなと思います。 

    それで、竹の粉砕機については、たしか大衡村で所有しているような

気がするのですが、その辺の情報は入っているでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    他町村での所有は確認をしておりませんが、黒川森林組合のほうで所

有しているというのは確認しております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） この粉砕機、竹を粉砕するのでありますが、モウソウ

ダケもできるということであるので、チップにすると、これは除草剤の

代わり、敷き詰めて草が出ないようなことにもできますし、また乳酸菌

がいっぱい入っているということで堆肥の中にも入れたりするという

こともありますので、この辺、かえってメンテナンスが大変だというの

ではなくて、やはり、これさっき私が挙げたように、シルバーセンター
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に、人材にお願いして、全部お願いしたらよろしいのではないかと思い

ますが、購入する考えは全然ないでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    やはり購入となると、先ほど町長の答弁にもございましたが、維持管

理費、メンテナンス、それから事故・けが等の対応、運搬費、いろいろ

ございます。ですので、もし竹を管理したいと、こういう機械が必要だ

ということであれば、その機械のリース代であったり、そういったリー

ス料とか、そういったものを町のほうとして補助させていただくという

形がいいのかなと思いますし、調べてみたら数万円から数百万円まで機

械があるようですので、その状況によって恐らく機械は変わるのかなと

素人ながらちょっと考えたところもございます。ですので、ニーズに応

じてそこを補助していくほうが、より適正な、適切な機械があてがえら

れるのかなというふうに考えております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 数万円からとあるのは、ほんの小枝を切るぐらいだと

思うんですよ。私が言ったのは竹林の話なので、やはりそうするとね、

ウン百万円と、二、三百万ぐらいするのかな。やはりそういうのがあっ

て、多分リースはないんですよ。買取りだということになるので、やは

りそうすると、自分ちの竹林がそんなにないのに何百万円もかけて機械

を買ってどうするのだという話にもなるので、ここはやはりじゃあ共同

で買ったらいいんじゃないのかという話にもなりますが、なかなかこれ

も個人で、または共同でとなると難しいような気がするんですよ。大衡

で持っているという話を聞いたので、ちょっとそこをもう一度確認し

て、買えるのなら買っていただければなと思いますが、いかがでしょう

か。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    まずは大衡村でやっているその状況については確認させていただけれ

ばと思いますし、その上でうちの町もそれで取り組めるという状況があ

れば、そこは考えてまいりたいと思います。 

    いずれ森林組合ともちょっと御相談させていただきましたが、やはり

事故、けが、そういったものが怖いので、ある程度専門の方に頼んでい

ただくと、まあ費用はかかるのですけれども、そういったことのほうが

よろしいかという話もありましたので、そういった委託したときの補助
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なども含めていろいろ考えてまいりたいと。その竹林を今後どのように

整備していくか、その辺は考えてまいりたいと思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） けがとか怖いですよねというのは多分、教育課程を受

ければ大丈夫な気がします。例えばチェーンソーでも草刈り機でも、教

育機関でちゃんと受ければ大丈夫ですよねということになるので、あと

けがした場合は保険があると思います。じゃないと、いや、けがするか

らと言っていたら何にもできなかったりするんですよ。やはりそこであ

る程度リスクは皆さん背負ってやっているわけであって、だから私は機

械を買ってほしいですよと。やはりその専任者の方々を選んで進めてい

ただいてやっていただければなと思います。 

    やはり穂先の水煮とかメンマとかじゃなくて、やはり敷き材として使

える、あと堆肥としても混入できるということで、用途が広い。そうす

ると、多分モウソウダケで１本当たり５分ぐらいで処理できるはずなん

ですよ。そんなにそんなに難しくない、キャタピラー式なので、ぜひと

も購入していただければと思うのですが、検討していただけないでしょ

うか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    確かに議員さんおっしゃるとおり、土壌改良材であったり、もしくは

飼料であったり、それからマルチング材とかでも使う用途がどんどん増

えてきているという情報もありますので、いずれ大衡村さんの状況であ

るとか、そういったことも確認させていただきながら対応してまいりた

いと思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 前向きな回答をお願いしたい、今後お願いしたいかな

と思ってございます。 

    では、最後にこの質問で終了させていただきます。竹をごみの集積所

に出す場合、50センチぐらいに切って出すことは可能なのか。また、可

能であれば量的に制限はないのか、御質問して終わります。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町民課長。 

町民課長（千葉 昭君） お答えいたします。 

    竹であれば、議員御指摘のとおり、ある程度一定のサイズに切ってい

ただければ処理は可能となります。特に量的な制限はございませんの

で、集積所に出してもらえる常識の範囲内となろうかと思います。 
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議長（石垣正博君） よろしいですか。 

    これで佐々木和夫議員の一般質問を終わります。 

    次に、８番金須新一議員。 

８番（金須新一君） 通告順位２番、金須新一、通告に従いまして一般質問を

させていただきます。 

    大綱１番、本町における熊対策について。 

    全国的に熊の大量出没に伴う人的被害が発生し、日本社会を揺るがし

ている状況にあります。特に秋田県、岩手県の被害は深刻な状況であり

ます。熊と人間が出会う場所は従来の里山から郊外の住宅地、さらに県

庁所在地の市街地といった人間の生活圏の中心へと変化しています。宮

城県内においても、河北新報県内版「熊の目撃情報」記事のスペースが

日々増加している状況です。これは通告書を提出した時点の状況なの

で、御理解いただきたいと思います。以下の点について伺います。 

    （１）本町の対応や対策について伺います。 

    （２）緊急銃猟が必要とされる案件が発生した場合、速やかに対応で

きるのか伺います。 

    （３）新聞報道では、本町では環境省が進める地域ごとのマニュアル

が未作成であり、早急に策定すべきと考える。今後の対応について伺い

ます。 

    大綱２番、町長選挙における公職選挙法違反疑い行為について。 

    10月28日に放送されたニュースによると、８月に初当選を果たした石

川町長と支援者の男性が、本来、候補者本人が使用するたすきを別人が

使用したとして、公職選挙法違反の疑いで刑事告発されたとの報道がご

ざいました。以下の点について伺います。 

    （１）町長は今回の事態をどのように捉えているのか伺います。 

    （２）当時、対立候補者選挙事務所関係者から、公職選挙法違反疑い

行為の情報を選挙管理委員会に通報したと聞いております。選挙管理委

員会は、その後どのような対応をしたのか伺います。 

    （３）議会や町民の方々に経緯の説明と謝罪をするべきと考えますが、

町長の所見を伺います。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 金須新一議員の大綱１つ目、「本町における熊対策につい

て」の御質問に答弁をいたします。 

    （１）の「本町の対応や対策」につきましては、本町では、鳥獣被害

対策実施隊として猟友会隊員が９名おり、隊長とは情報共有や対応策な
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ど連絡を密にしているところであります。現在、熊用の箱わな１基、熊

用のおりを２基備えており、捕獲体制の強化に努めているところでござ

います。 

    （２）の「緊急銃猟の対応」につきましては、４つの要件があり、そ

の全てを満たした場合に対応可能となります。 

    緊急銃猟は、住民や第三者に危害を及ぼすおそれがないよう、最大限

の安全確保の処置を講じて行いますが、少なからず危険を伴うこと、ま

た有害鳥獣が手負いとならないよう確実に仕留めることが重要となり

ます。 

    これらを踏まえ、緊急銃猟ではなく、箱わなによる捕獲を行った上で、

確実に止め刺しをすることが最善策と考えております。 

    （３）の「マニュアルの作成」につきましては、本町では未作成とな

っております。県内では３自治体のみ作成している状況にあります。本

町でも、より具体的に体制や手順を定め、早期に対応できるようマニュ

アルの作成を進めてまいります。 

    次に、大綱２つ目、「町長選挙における公職選挙法違反疑い行為につい

て」の御質問に答弁をさせていただきます。 

    （１）、（３）につきましては、併せて答弁をいたします。 

    今回このような事案が発生しましたことに対し、町議会並びに町民の

皆様に対し御心配と御迷惑をおかけしましたこと、心よりおわびを申し

上げさせていただきます。 

    （２）については、選挙管理委員会委員長が答弁をいたしますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

議長（石垣正博君） 次、答弁願います。選挙管理委員長。 

選挙管理委員会委員長（及川守江君） （２）の「どのような対応をしたのか」

につきましては、選挙管理委員会事務局において、事実確認ができてお

りませんでしたが、法律等の確認をもって行っております。以上であり

ます。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） 大綱１番の（１）について、再質問させていただきます。 

    これまで熊対策は基本的に各自治体で対応するとされていましたが、

今の現状、自治体対応の限界を超えていると言っても過言ではないとい

う状況だと考えています。今後の対応について国のほうから通知文とか

現状来ているのかお伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 
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農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    この熊の被害につきましては、全国的に出ております。特に東北・北

海道が人的被害が多数出ている状況です。その中で、先ほど言いました

が、環境省のほうからそういった補正予算、34億円の補正予算が出てお

ります。それらをうまく活用してまずは対応していくと。そのほかに、

警察の方、ライフルを持った方が他県に入ったり、それから自衛隊の方

の支援を受けたりということで、国も今積極的にその収束に向けて働き

かけているところでございます。 

    市町村につきましては、県を通してそういった情報は常に来ておりま

す。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） それでは、再質問させていただきます。 

    朝夕の６時45分の防災行政無線で、町内各所で熊が出没、家の周りに

餌となるものを置かない等々のアナウンスをしておりますが、以前は、

熊出没時は、大松沢であれば大松沢何々地内と告知した現状があったの

ですが、最近、その細かいところまで告知をしない理由を伺います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    熊の目撃情報につきましては、やはり注意喚起が一番ということもご

ざいます。例えば大松沢の成田川で出れば大松沢成田川地区で、味明で

あれば味明地区でというふうにアナウンスするのですけれども、町内各

所での目撃が多発した場合については、やはり町内全域での周知と。熊

自体が一晩に10キロとか15キロ移動する動物なので、町内で多発した場

合については、町内各所でということで全域に注意喚起しているような

状況です。個別であればそこは個別に流しています。あとは、ラインの

ほうでは細かく、そこは随時流させていただいております。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） それで、やはりこの防災行政無線を注意して聞いている

住民の方々がいるのですが、今課長がおっしゃったように、ホームペー

ジに突っ込んでいってラインからの情報を知らない方も結構いるよう

なのです。なので、防災無線のどこかに、詳しい情報はホームページか

ら、そういうもので御確認くださいというようなアナウンスをしていた

だくことはできないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 
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    より町民の皆様に危険が及ぶことがないように、そういった周知する

手段につきましては今後考えてまいりたいと思いますし、ラインという

のも熊専用のラインではなくて、町のラインにそういうときだけ載せる

ということなので、熊の注意喚起をする際にそういったＱＲコードを付

して周知するとか、そういったことに努めていければと思います。以上

です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） 11月14日のテレビの報道で、宮城県は各自治体に支援の

取組をしますという報道がありました。熊の箱わな申請、これ、19の自

治体が合計で58基要望したそうです。県は40基を準備したと。同日、警

備保障会社が代行して行うパトロール、これも要望した自治体が21自治

体とありました。大郷町はその中に含まれているのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    こちらの要望については把握はしておりました。ただ、熊の箱わなに

つきましては今３基、町で所有しておりまして、３基あれば今のところ

十分対応は可能というふうに認識しておりますし、猟友会ともそのよう

に申し合わせておりますので、箱わなについては申請はしておりませ

ん。確かに県内でも箱わなは不足しておりますので、まずはいたずらに

申請するよりは、今間に合うのであればそれでという考えで申請はして

おりません。 

    それから、警備保障につきましても、今のところ警備保障のほうも申

請はしておりませんが、今後、やはり熊のこれから冬眠時期ということ

も勘案してのことですが、その時期であっても熊が、目撃が多発するよ

うであれば、それはしっかり警備保障のほう、県のほうを通して依頼し

てまいりたいというふうに思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） それでは、その警備保障が代行して行うパトロールを要

望しないとありますが、ちなみに町で独自に熊が出没して危険な状況に

なった場合、広報活動可能な車両は、スピーカーとかを搭載している車

両は何台あるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） 町のほうでスピーカー等を搭載している車両は

４台あります。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 
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８番（金須新一君） 何かあった場合には、その４台の車を活用するというお

考えなのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    その４台を把握した背景には、やはり９月から施行されました緊急銃

猟の関係がありまして、緊急銃猟をする際には４つの要件を満たすとい

うことが必要になります。その中でしっかり広報しなければいけないと

いうところで、町のほうとしてはその４台を活用できるかなということ

で確認をしております。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） あと、そういう熊が出没したときに緊急銃猟、そういう

ものが発生したときに、担当職員が現場に向かわなきゃないと思うので

すが、その現場に行って、山形県の南陽市では、職員が手を負傷して、

皮膚から骨が出るような重症開放性骨折になったというテレビ報道な

ども見ていました。今、現場に出る際の装備は十分に充足しているのか、

その辺お伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    職員のほうが現場に行く際につきましては、熊用のホイッスル、それ

から熊鈴、それから熊撃退スプレーを所持して行きます。あわせて、ロ

ケット花火、爆竹も所持して現場に向かうようにしております。 

    ただ、いずれ、ほかの自治体でも今、盾であったり、もしくはヘルメ

ットであったり、ヘルメットは職員であれば町のヘルメットがあるので

すが、盾であったりというところもあるのですけれども、やはり全国的

に不足しているという状況もあるようなので、今後その辺、手配できれ

ば盾なども用意していければというふうに思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） そうですね、現場に行く職員の安全確保を第一優先にし

なきゃないので、早急にそういうものを装備していただきたいと思いま

す。 

    もう１点質問いたします。 

    児童生徒の登下校の対策はどうなっているのでしょうか。大衡村では

村の職員が登下校時のパトロールをするとか、あとは11月14日の新聞報

道では、大和町の宮床小学校では、小学校の保護者と教職員が総力戦で、

保護者は昇降口まで子供さんを送って、そこから、昇降口から校舎まで
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はもう教職員がロケット花火とか爆竹とか熊撃退スプレーを装備して、

子供さんたちの安全を第一優先に対応しているという記事を拝見しま

した。大郷の現状はどのようになっているかお尋ねいたします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（角田倫明君） お答えさせていただきます。 

    登下校時の教職員による見守りであったり、地域の方による見守りが

主立ったものになります。情報共有として、農林振興課から熊の目撃情

報をいただいた際には、小学校へ速やかに情報提供しております。小学

校のほうでは、保護者への連絡手段としてマチコミというものが保護者

の方々との連絡手段となっておりますので、そちらで情報を共有する

と。共有して注意喚起をしております。 

    さらに、このような熊の対策についていろいろと問題視されてきてお

りますので、教育委員会としましても、学校周辺の見回りをしてきてお

ります。登下校時というよりは、学校への侵入といったところの見回り

をしてきました。対応としまして、学校周辺のほうに柵、簡易的な柵で

もあれば一時的に対応できるのかなということも考えられますので、そ

ういったところを今後検討していきたいと思っております。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） ということは、現状、爆竹とかロケット花火とか、そう

いう追い払うような、そういうものも準備していないということです

か。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（角田倫明君） お答えいたします。 

    現状は、まだ爆竹とかロケット花火は、学校には配備しておりません。

今後検討していきたいと思っております。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） そんな高いものではないのでね、今後検討するって、前

にも言ったことありますけれども、検討するというのは行政用語で考え

るということなので、せめて前向きに検討するとか、確実に用意すると

か、そういうお考えはないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（角田倫明君） お答えさせていただきます。 

    農林振興課のほうに爆竹などございますので、そちらと相談の上、前

向きに検討してまいりたいと思います。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 
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８番（金須新一君） それでは、（２）番について再質問したいと思います。 

    緊急銃猟が必要とされる場合の件、４つの要件があるということなの

ですが、実際、猟友会の人たちが現場に集まるのには、どのくらいの時

間とか具体的に想定しているのかお尋ねいたします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    猟友会の皆様が現場のほうに集合されるには、まず迅速に集合してい

ただくようにお願いしているものの、やはり皆さんお仕事もされていま

す。それで、そのいる場所によって参集時間は変わるかと思うのですけ

れども、その間に、先ほど言いました緊急銃猟に必要な４要件を全て満

たさないと緊急銃猟はできません。ですので、その間に恐らく猟友会の

皆様は装備をしてきていただけるものと思っておりますし、その４要

件、安全確認等をしっかりしなければいけませんので、１分１秒を争っ

てやるものではないというふうに今のところ認識しております。以上で

す。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） 事前の調査で、ちょっと猟友会の隊員の人数は９人と伺

っております。先ほどの和夫議員の質問とちょっとかぶるところもある

かと思うのですが、この９人の中で緊急銃猟の対応ができる隊員の人数

というのは何人おられるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） 緊急銃猟というと、やはり対象鳥獣まで距離が

ある場合がございます。先ほど申し上げましたとおり、うちの隊員の中

でライフル所持者１名、ほか８名は散弾銃となります。熊弾というもの

を使いますけれども、やはり散弾銃だと射程距離が短くなってしまいま

すので、遠い場合にはライフル銃ということになります。その場合は、

今のところ１名の方が所持をしております。 

    基本的にはやはり、先ほど町長答弁にもありましたとおり、緊急銃猟

は最終の手段だというふうに認識しておりまして、もし撃ち損じた場

合、もしくは当たったけれども死なない場合につきましては手負いとな

る、それが一番やはり怖い事態になりますので、まず箱わなでしっかり

捕獲をしてその後にしっかり止め刺しをするというのが、今のところ最

善策かなというふうに認識しております。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） まずは箱わなを使うということでございますが、箱わな
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を使うときの設置条件などというのはあるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    まず、イノシシであっても熊であってもということになりますが、ま

ずはしっかりその被害があるという状況がないと捕獲はできません。鳥

獣保護法の中では、まず鳥獣は守られるべきものというのが前提にござ

います。被害があった際に、その被害を見て猟友会の隊長と相談して、

この状況は箱わな設置ということがあれば、しっかり箱わなを設置させ

ていただきます。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） ちょっと分からないところがあるので質問します。猟銃

の免許を保有していても、イノシシとか熊とか、この個体ごとの発砲制

限などはあるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    銃の所持許可につきましては、第１種と第２種がありまして、第１種

が散弾銃とライフル銃、第２種が空気銃というところですけれども、個

体ごとの発砲制限は今のところないかと思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） それでは、先ほど佐々木議員も質問したのですけれども、

福利厚生、隊員の方々の。先ほど課長からも説明がありましたが、見回

りしたら１日1,500円、箱わなを設置したら3,000円という金額を明示し

ていただきました。あと、細かいところは事前の調査で資料を頂いてい

るのですけれども、それは単体でなくて、その項目ごとに積算をしてい

って、合計していって、隊員の方に手当を支払うという認識でよろしい

のでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    まず、隊員の方につきましては、実施隊の方々についてまず年報酬が

１年に１回支払われます。そのほかに活動費として、そういったわなを

設置した場合、それから撤去した場合、見回り、それから弾代、電気や

りの燃料代、それから止め刺しにする場合も補助員が要りますので、そ

の人の日当も出ています。そのほかに、実際に止めた場合については１

頭当たり幾ら、さらにその処理代として、その日の処理代が幾らという

ふうにお支払いしますけれども、それにつきましてはある程度まとめ
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て、内訳は当然付しますけれども、まとめてお支払いするという形にな

っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） 事前調査をした中で、別表等、別表８条関係というのが

あるのですが、別表の緊急対象駆除事業助成金という項目があって、種

類なのですがね、目的が、農作物に対して被害が発生した場合に緊急的

に捕獲し被害の拡大を図る場合とありますけれども、こういった状況

で、熊が出てきて人的被害が出た場合に、最終手段で緊急銃猟という手

段を選ぶのですけれども、ここに、住民に対してとか、危害が及ぶ場合

という文言を入れて、緊急銃猟が発生したときに、その隊員に支給する

ような手当を増やすとか、項目を増やすとか、そういうことはできない

のでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） 緊急銃猟に対してというところで、その費用の

ほうはどうなるかとあるのですけれども、今のところこの緊急銃猟に対

しては、今お手元に資料のある単価でのお支払いになるのかなと思いま

す。そのほかにも、県のほうで、猟期内で指定鳥獣に指定されたものは、

また別単価で県のほうから支給されている分もございます。以上でござ

います。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） 今ガバメントハンターという言葉が出てきておりますけ

れども、職員の中にガバメントハンターに属する職員はいるのか。また、

町内にそういったガバメントハンターのカテゴリーに入る方がいると

かという情報は、町のほうで把握はしているのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    実際、有害鳥獣の実施隊というのは、猟友会の方９名プラス町の職員

が実施隊に一応入っております。我々、わな免許だったり銃猟免許は持

っていませんけれども、一応自治体のほうに入って活動しているという

ことになります。 

    町内では、実施隊もしくは猟友会に入っていなくても、わな免許であ

ったり銃の免許を持っている方もいるのですけれども、そういった方々

は、実施隊としてやる方は地域のために、そういった被害を防止するた

めに活動していただけると。それに入らない方は、先ほどありましたけ

れども、趣味の世界から入って猟期の間に狩猟するという方がございま
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す。今後そういった方も呼びかけしながら、もしそういったお力を貸し

ていただけるのであれば、数的に増やして対応できればなとは思ってお

ります。ただ、いずれ、そこは本人の御意思もございますので、まずは

周知というところから始めていければと思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） じゃあ今の課長の答弁からですと、今後、ガバメントハ

ンターを育成する計画は特に考えてはいないという理解でよろしいで

しょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） 町では、わな免許の取得助成に補助をしており

ます。もちろん実施隊に入っていただくという前提の中になります。今

はないのですけれども、今後予算の中で組みたいなと思っているところ

で、銃の免許を取る際にも予算をつけて補助してまいりたいと。もちろ

んそれも実施隊に入る前提、地域のために駆除していただく前提で、そ

ういった予算も組んでいきたいなという思いは今あります。 

    その中で、その育成という部分をそうやって手当てしていきますけれ

ども、例えばもう既に猟銃免許を持っている方をガバメントハンターと

して町のほうでやっていただくこともありますし、自衛隊とか警察のＯ

Ｂの方でそういったことをやってもいいと、銃猟免許も取ってですね、

あれば、そういった方もぜひお願いしていきたいと。全国的にはそうい

った動きも出ているようです。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） ちょっと前に戻ってすみません。猟友会の隊員の人数は

９人ということなのですが、町としては、その９人で十分対応できると

いう今認識でいるのか、もう少し人数を増やしたいと思っているのか、

その辺の考えをお伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） 町としてはやはりハンター、実施隊の数は、人

数は増やしたいというふうに思っておりますので、先ほど言った、これ

からやりたいという銃の免許取得の助成、今あるわな免許の取得助成を

創設しているところでございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） それでは、（３）番に移らせていただきます。 

    11月７日の河北新報に掲載された記事なのですが、環境省が進める地

域ごとのマニュアル、これを大郷町をつくっていないという記事が載っ
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ていました。そこを詳しく見れば、黒川地域である富谷市、大和町、大

郷、大衡も未作成というような記事がございました。 

    今後、この黒川地域の市町村が単体でそういうマニュアルをつくって

いくのか、黒川地域といえば、いろんな取組でも連携している現実がご

ざいますので、その辺、連携してつくるのか、単独でつくるのか、どう

いう考えでおるのかお尋ねします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    先ほど町長の答弁にありましたとおり、県内で市町村ごとのマニュア

ルはまだ３市町村でございます。ただ、このマニュアルがないから緊急

銃猟ができないかというとそういうわけではなくて、緊急銃猟につきま

しては、環境省の緊急銃猟ガイドラインというのがありまして、それに

即して緊急銃猟はできることになります。 

    議員さんおっしゃるとおり、まず各市町村の実情に合わせてマニュア

ル作成することが望ましいというふうに国のほうでは言っていますの

で、各町村は今その準備に入っているかと思います。なお、黒川地域で

連携してつくるかどうかという部分につきましては、各黒川地域町村の

担当者ともお話ししてみなければというところはあるのですが、やはり

山手のほう、それから沿岸部のほう、いろいろこう、状況が違いますの

で、まずはそういった話もしますけれども、各自分の町の特色に合わせ

たマニュアル作成というのがまず前提になるかなというふうに思って

おります。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） その日の新聞の中で、緊急銃猟体制の整備の認識という

部分がございました。大衡村も整っていて、富谷、大和、大郷町は整っ

ていない。整っていなくても、緊急銃猟の体制は構築できているのだと

いう先ほどの課長の答弁でしたが、この整っていないと回答しているの

は、どういう部分が整っていなくて、そういうカテゴリーに当町が入っ

ているのか。ちょっと資料を見ても理解ができない部分がございました

ので、その辺の解説というか説明をお願いしたいと思います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    実際にそういった場面があれば、先ほどの要件を全て満たして緊急銃

猟ということも当然行っていかなければならないと思います。ただ、今

時点で猟友会の隊長をはじめ、皆さんとその細かいところまで全て取決



―３９― 

めがされているわけではなくて、今イノシシ対応でかなり各方面で皆さ

ん、猟友会の皆さんには忙しくやっていただいているところもありま

す。今後その辺もしっかり全て詰めていった上で、それが対応できます

ということに切り替えていければというふうに思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） これも新聞記事なのですけれども、11月17日の河北新報

の記事で、これは全国に先駆けて、福島県の須賀川市、鏡石町、天栄村

という村で、熊出没時に連携して捕獲や駆除に当たるという、言わば相

互応援協定、災害時と同じような応援協定を結んだという記事がござい

ました。大郷町は今後、そういうものを考えているのか、回答をいただ

きたいと思います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    まず、今町内で熊の目撃情報、先ほど45件とお伝えしましたが、今年

その新聞報道等で熊の情報が非常に流れておりますので、目撃情報の数

としては多いのですけれども、出ている箇所というのは、やはり例年熊

が目撃されてる場所が多くございます。ですので、今のところは町とし

てはまだ災害レベルというか、そこまでは思っておりません。そして、

その協定までというのは思っていませんけれども、今後それがどんどん

増えていって人的被害が想定されるようであれば、その辺も含めて考え

てまいりたいと思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） この（３）の再質問で、先ほどマニュアルということで、

環境省が進める、具体的に今年度末までそれをきっちりと策定するとい

うとか、そういう具体的な期日を定めて作成するという考えはあるので

しょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） まずは、環境省の今、緊急銃猟ガイドラインが

ありますので、それに即してやっていくというのが一番になるかと思い

ます。ただ、先ほど言った市町村の実情に合わせてやっていくとなれば、

よりもう少し地に足をつけた状態でしっかり作成したほうがいいのか

なと思っています。ですので、恐らく県内ではまだ３市町村にとどまっ

ているのかなと。いずれそれが進んでくれば、うちもしっかり大郷町に

特化したマニュアルを作成していければというふうに思っております。

以上です。 
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議長（石垣正博君） それでは、ここで、昼食のため休憩といたします。再開

は午後１時15分といたします。 

午 後 ０時００分  休 憩 

午 後 １時１５分  開 議 

議長（石垣正博君） 休憩前に続き会議を開きます。 

    金須新一議員。 

８番（金須新一君） 大綱１番の最後に、ちょっと昼休みで頭を整理したので

すが、前に佐々木議員も同じような一般質問をしているので、ちょっと

重複するかも分かりませんが、１点だけ質問させていただきたいと思い

ます。 

    現状、大郷では、銃猟の免許取得とか銃の購入する際の助成はされて

いないと認識していますが、今後、助成する制度とかを設けるとか、そ

ういうことは考えているのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    今後、今はわなの免許取得助成はしていますけれども、今後は銃の免

許取得助成も考えております。当初予算のほうにできれば盛り込んでい

きたいというふうに思っております。 

    あと、銃の購入につきましては、一部購入を補助している自治体もご

ざいますが、ほとんどの自治体で銃の購入の補助まではまだしておりま

せん。まずは銃の免許取得のほうからしていきたいというふうに思って

おります。以上です。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） それでは、大綱２番の（１）に移らせていただきます。 

    町長は、10月28日のテレビ局の取材の中で、今回の件に関して、違反

は違反なんでしょうね、これは大変なこと、大きいことかなとコメント

しておりますが、この事の重大性を認識しているという理解でよろしい

でしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） はい、そのとおりです。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） その後にまたテレビのニュースで、公職選挙法に詳しい

明治大学大学院の教授の方がこのようなコメントをされております。大

都市の選挙では、ＳＮＳ等のインターネットを使った選挙運動の効果が

大きくなっている一方、ちっちゃな町では、人手による選挙運動の効果
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のほうが大きいと考えられると。公職選挙法の規定が難しいことは事実

で、しかし難しいから守らなくていいとはならないと。候補者本人だけ

ではなく、それを助ける人たちも含めて十分に理解する必要があるとコ

メントされています。 

    今回の選挙に立候補するに当たり、支援をするスタッフと打合せと情

報共有、例えばこれこれこういう行為は違反に当たるなどという、そう

いう話はされていたのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） その辺の詳しいところまで恐らく私のいる間ではなかっ

たということです。ほかの人たちとのお話では分かりませんけれども、

私の知る範囲ではそういうお話はなかったということです。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） この事案が発生したことで、私たち大郷町のイメージダ

ウンにつながっていると感じています。今後の企業誘致や移住などに影

響が及ばなければと思っていますが、町長はどのようにお考えになって

いるでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） この重大事案が起きたということについては、大変申し

訳なく思っているということであります。よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） （２）の再質問をさせていただきます。 

    答弁書を見れば、この通報があったと私は聞いていましたが、通報は

なかったという認識でよろしいでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） 先ほど委員長が答弁したとおりでございますが、事

実確認ができていないと、いわゆる我々は確認を取れていない。お電話

はございましたが、確認をされていないので、我々は法律の確認をさせ

ていただいたということでございます。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） （２）の再質問をさせていただきます。 

    選挙委員会の役割の中で、選挙運動中、監視するという役割があると

いうことでありますが、この件に関してはどのように理解しているか、

所見を伺います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） ただいまの御質問でございますが、我々は監視とい
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うことはしてございますが、今回の事実を我々は確認が取れていなかっ

たものですので、今回は、我々事務局としましては法律の確認をさせて

いただいたということでございます。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） ２年前に我々が選挙に出たときは、告示の次の23日から

投票日まで、候補者に対して６件の注意喚起のメールが送られておりま

す。今回の選挙において、選管のほうから候補者に対してそういう何か

強い喚起をするような、メールで発信したとか、そういうことはあるの

でしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） 今回、町長選ということでよろしいですか。ちょっ

と今の段階でちょっと記憶、数か月前でございますので、私の記憶には

今のところちょっとございません。 

議長（石垣正博君） 金須新一議員。 

８番（金須新一君） 最後に、（３）の再質問をさせていただきます。 

    ちょうど10月28日、このニュースが報道されたときに、粕川地区のコ

ミセンでＳＳＰ構想の地権者説明が開催されました。そのときのニュー

ス報道では、町長が出席しましたけれども、このことについては言及し

ないで、経緯の把握には至っていないという報道に対しての対応をして

います。 

    約２週間経過した11月１日から、４地区で地区懇談会があって、私も

３か所の地区懇談に出席させていただきましたが、その場で何かアクシ

ョンがあるのかなと思ったのですけれども、ございませんでした。今後

何らかの形で住民の方々にこの説明とか、経緯を説明していただきたい

と思いますが、町長の所見を伺いたいと思います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） このことについては、私は存じ上げていないことであり

ますので、後からマスコミの方々によってその事実を知ったということ

であります。また、その経過等、いろいろ御質問あるのですが、そのこ

とについては今捜査段階でもありますので、そのことに影響することに

も及びかねませんので、この場での回答は控えさせていただきますので

御理解願いたいと思います。 

議長（石垣正博君） これで金須新一議員の一般質問を終わります。 

    次に、３番鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 通告順位３番、鎌田暁史でございます。通告に従いまし



―４３― 

て一般質問を行います。 

    大綱１、スマートスポーツパーク構想について。 

    （１）町は構想の継続的な検討に向け、地権者の意向を再確認が必要

と判断し、11月上旬からアンケート調査を実施されています。アンケー

ト調査の結果として、地権者の意向はどのような傾向なのか伺います。 

    （２）アンケート調査後にＳＳＰ構想の方針について調整が行われ、

予定地活用の方向性が決まると思われます。仮に、予定地の圃場整備を

進める方針とする場合、当初の圃場整備事業に編入するケースや、当初

の圃場整備事業とは別の事業で進めるケースが想定されます。各ケース

の課題についてどのように認識しているか伺います。 

    （３）仮に、予定地への企業誘致を継続する方針とする場合、どうい

った取組を行うのか伺います。 

    大綱の２番は、かわまちづくり事業について。 

    （１）令和５年12月議会での質疑によりますと、パークゴルフ場は年

間３万人、キャンプ場は年間1,000人の利用客を想定し、整備後年間約

25万人を交流人口として想定とのことでございました。これらの人数を

算出した根拠について伺います。 

    （２）パークゴルフ場、キャンプ場、バーベキュー場等の維持管理費

用や事業の採算性についての見解を伺います。 

    （３）吉田川が増水した場合に、施設や設備の冠水や破損の可能性も

考えられます。水害リスクについての考えを伺います。 

    大綱の３、町長の公約について。 

    （１）スーパーマーケットの誘致について、取組の進捗状況と今後の

見通しについて伺います。 

    （２）活力のあるまちづくりとして、既存企業、地場産業の支援強化

を掲げられております。具体的な取組としてどのようなものを検討して

いるか伺います。以上です。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 鎌田暁史議員の大綱１つ目、「スマートスポーツパーク構

想について」の御質問に答弁をさせていただきます。 

    （１）の「地権者の意向調査」につきましては、現在、集計を進めて

いる段階であります。 

    この集計結果を参考に、本構想の今後の方針を決定してまいります。

アンケートの集計結果につきましては、改めて議会に報告をさせていた

だきたいと思います。 
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    （２）の「どのように認識しているか」につきましては、予定地の活

用方針として県営または町単独での圃場整備を進めることになった場

合、それぞれのケースで大きな課題がございます。 

    県営の圃場整備へ改めて編入する場合には、複数の計画変更や県内部

での調整に時間を要することが予想され、また工事着手の遅延や全体計

画の長期化、面積の増加による事業費の増加が課題であると認識してお

ります。 

    町単独で圃場整備を実施する場合、多額の事業費が生ずることが想定

されるため、財源確保が課題であると認識をしております。 

    （３）の「継続する場合の取組」につきましては、意向調査結果や関

係機関等との調整を踏まえ、町としての方針を正式に決定次第、その方

針に基づいた企業誘致活動を本格的に展開してまいります。 

    具体的には、企業ニーズの再確認や多様な企業誘致の検討が必要と考

えております。 

    方針が決定し、事業内容が固まり次第、事前に議会へ御報告、御説明

をさせていただきたいと思います。 

    次に、大綱２つ目、「かわまちづくり事業について」の御質問に答弁を

させていただきます。 

    （１）の「人数の算出根拠」につきましては、事業が軌道に乗った後

の中長期的な目標値として設定したものであり、「かわまちづくり事業」

とその他の「観光振興策」が一体となった、地域活性化のポテンシャル

を示す数値として捉えております。 

    「かわまち支援制度」に登録した時点では、交流拠点施設へは年間約

17万5,000人の来場を見込んでおり、これは道の駅おおさとの年間約

60万人の来場者数に交通量の割合を乗じて算出しております。パークゴ

ルフ場の約３万人については近隣のパークゴルフ場の利用者数を参考

としております。キャンプ場約1,000人は４月から11月の週末32日間に

10組の４人家族が利用することを見込んでおります。 

    （２）の「維持管理費用」につきましては、指定管理者制度の活用を

視野に入れ、民間のノウハウを取り入れながら、効率化と費用の抑制を

図る方針としております。 

    また、採算性につきましては、各施設の利用料収入などで維持管理費

を賄うことを基本に検討を進めておりますが、この事業は、町民福祉、

健康増進という貨幣換算することが難しい効果を期待するものですの

で、総合的に評価していただきますようお願いをいたします。 
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    （３）の「水害リスク」につきましては、河川敷への施設整備に当た

り、大雨時は、施設が冠水することを前提とした対策を講じる必要があ

ると考えております。 

    令和元年東日本台風以降、本事業地である河川敷の冠水は30回観測さ

れておりますが、大規模な土砂堆積は確認されておりません。 

    この観測結果から、これまでと同規模の中小洪水であれば、河川敷へ

の冠水による影響は限定的であると判断をしております。 

    中小洪水に対しましては、施設被害の最小化・早期復旧を可能とする

ため、水害時に容易に移動・撤去が可能な可搬式の施設や水圧による被

害を軽減できる転倒式の施設の導入を検討してまいります。 

    一方で、大規模洪水が発生した場合においては、施設被害を完全に防

ぐことは困難であると認識しております。 

    万が一に備え、被害が生じた際に災害復旧事業の適用が円滑に受けら

れるよう、関係機関との調整を進めてまいります。 

    次に、大綱３つ目、「町長の公約について」の質問に答弁をいたします。 

    （１）の「スーパーマーケットの誘致」につきましては、これまで複

数の企業と接触をし、誘致に向けた交渉を行っており、現時点において

も折衝を継続しているところでございます。 

    今後も本町への出店メリットなどを企業に提示しながら、町内への早

期誘致に向けて交渉を重ねてまいります。 

    （２）の「既存企業、地場産業の支援強化」につきましては、販路開

拓や町内外の企業とのビジネスマッチングといった取引機会の拡大に

ついて、町の有するネットワークを活用し企業を支援しながら、企業と

協働して取り組んでまいりたいと考えております。 

    なお、９月定例会直後から、就任挨拶を兼ね町内の各企業を訪問して

おり、様々な御意見を伺っているところであります。その際にいただい

た御意見も参考にしながら、今後の企業支援の方策を考えてまいりたい

と思います。よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 大綱１から再質問を行います。 

    まず、アンケートの集計についてなのですけれども、現在進めている

ということで、報告があった際に詳細について確認をしたいと思ってお

ります。 

    （２）なのですけれども、前川地区の圃場整備事業についてお伺いを

したいと思います。宮城県の仙台地方振興事務所による資料が公開をさ
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れております。それによりますと、令和２年度から令和６年度が調査期

間となっておりまして、令和７年度から令和16年度が整備工事の工期と

なっておりますが、この整備工事なのですけれども、これは着工してい

るのかどうか教えてください。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    県の資料ではそのようになっているかと思います。実際には今年度、

令和７年４月１日に国の採択通知を受けております。その後、令和７年

度から令和８年度にかけて換地業務、換地原案の作成が行われます。今

のところ令和９年度の着工予定でございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） それで、先々月、10月の28日に事業報告会がございまし

て、この60ヘクタールの予定地について、既存の圃場整備事業に組み入

れてほしいという要望が出されておりました。町は最大限努力します

と、国や県と交渉してまいりますというふうに回答されておりました

が、交渉の余地はあるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    今後、県とそういった圃場整備、今の前川地区の圃場整備に再編入す

るに当たって、これからもしその意向が固まれば、県と協議していくと

ころになります。以上です。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） これから検討されるということなのですけれども、先ほ

ど答弁にもあったとおり、４月１日付で国による事前評価というのが公

表されておりました。総費用に対する総便益が1.20ということで、費用

対効果があるというふうに評価をされております。事前の事業評価とい

うのが終わっている状況でありまして、この状況で構想予定地を組み入

れるとなった場合、答弁書にもありましたが、やはり全体的な計画の見

直しにつながると思います。ほかの地権者に、関係者の方々に待ってい

ただくことにもなるかと思われますので、組入れというのは、私は非常

に厳しいのではないかというふうに思っておりますが、町の見解につい

て教えてください。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    議員さんおっしゃるとおり、その60ヘクタールをもう１回組み入れる
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となれば、当然、工事のほうは１回止まって、止まってというか、まだ

開始されていませんけれども、工事の着工は遅れる可能性が高まりま

す。というのは、いろんな計画の見直し、用排水であったり、いろんな

見直しがされる可能性が高くなってきます。 

    町としては、町として圃場整備にもう１回組み入れるのか、組み入れ

ないのか、その意向が決まり次第、その辺についてもしっかり検討して

まいりたいというふうに思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） この予定地60ヘクタールを別の事業として整備するケー

スについて確認をしたいと思います。答弁書では町単独とあったのです

けれども、ゼロベースで新たにその60ヘクタールを国や県の圃場整備事

業として申請するケースについてちょっと考えたいと思うのですけれ

ども、６月議会の際に赤間繁幸議員との一般質問の質疑で、60ヘクター

ルの圃場整備について国や県に確認したところ、費用対効果が算出でき

ないため整備はできないという議論がございました。この費用対効果が

算出できないという、この意味なのですけれども、費用対効果が期待で

きないという意味なのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    圃場整備につきましては、その費用対効果、俗に言うと効果算定とい

うのですけれども、今の現状よりも圃場整備をした場合にどれぐらいそ

の費用をかけた分の効果が上がるかという数値を、まず国のほうでは見

られます。そのときに、前川地区につきましては、既に30アールの圃場

整備が一度されております。今回は、ある意味では圃場の再整備、２ヘ

クタールの再整備ということになりますので、そういった意味で言う

と、一度整備されていますので、効果が上がりにくい場所ということに

なっております。 

    その中で今回圃場整備をするには、再整備をするに当たっては、水稲、

大豆のほかに高収益野菜を20町歩なり30町歩なりやることで、その効果

を上げるという計画になっております。その60町歩だけを見たときに、

やはりこの60町歩だけ単体となったときにその費用対効果、効果算定が

なかなかやはり、300ヘクタールでもそういう状況ですので、60ヘクタ

ールだと上がりづらいという状況に当然なってきます。 

    そうすると、60ヘクタールでその効果をクリアするためには、今度は

その60町歩だけでそういった高収益野菜を新たに作付しないと、その費
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用をかけた分の効果が見いだせないと、そういった意味での費用対効果

がなかなか難しいという答弁でした。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） ありがとうございます。それで、県内でも前川地区以外

でも、ほかにも圃場整備事業というのが進められておりまして、仙台市

内とか、あと名取市内でも進んでいるのですが、いずれもこの受益面積

が60ヘクタール以下のところでございまして、土地の広さが関係してい

るということではないというような理解で合っていますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    土地の広さというよりは、元あった現状がばらばらの不整形な田んぼ

を圃場整備してまとめることによって、作業の効率化であったり、生産

性、品質、そういったものが上がるということで効果算定が見込まれて

いるものでございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） それで、また６月議会の話に戻るのですけれども、土地

改良区が事業主体となって行う農地条件整備事業について議論となっ

ておりました。羽生とか山崎地区で行われた簡易的な圃場整備事業とい

うことでございました。それで、国と県などによる圃場整備事業とこの

土地改良区が主体となった農地条件整備事業を比較した際に、町や地元

が負担する費用について違いはあるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    条件整備事業につきましては、主に改良区さん、事業実施主体と地元

負担が出てきます。そこに対して町は一定の補助を羽生地区、山崎地区

は行っております。 

    ただ、その条件整備事業とそもそも圃場整備の内容がちょっと異なり

まして、今回の前川地区の再整備は、圃場の大きさも大きくします。そ

れから、パイプライン等の用排水施設も全て整備する計画です。条件整

備事業は、畦畔の除去で水田を大きくする区画拡大と暗渠排水とメニュ

ーになっておりますので、その施設の用排水とかまでの着手はなかなか

ないというところがございますので、そもそもの、同じ区画拡大ではあ

るのですけれども、内容がちょっと違うものになります。 

    それで、前川の圃場整備につきましては、集積率が85％を超えてくる

と、そういった地元の負担もかなり軽減されてくるというものもありま
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すし、条件整備事業は、事業実施主体と地元と負担が出てくるというこ

とになっております。以上です。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 今後、アンケート調査結果を基にして関係機関と調整を

行って方針が決まっていくと思われるのですけれども、仮にそこの圃場

整備事業を進める場合、町の費用負担を増やして、できる限り地元の負

担が少なくなるような配慮も必要かと思いますが、そういった対応は可

能でしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    そういった例えば、県営事業ですので県の負担分、それから町の負担

分、それから集積率によって地元の負担分も変わってきます。それはそ

の制度に基づいて計算されているものでございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 続きまして、（３）の予定地に企業誘致を継続する場合に

ついて再質問を行います。 

    10月28日の事業経過説明会の際に、参加者の方々から様々な意見、要

望が出されていたのですが、スポーツＸ社が撤退して新しい企業が予定

地に進出してくることは厳しい、難しいといった声が出ておりました

が、町としてはどのように見ていますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    現状の農地につきましては、町が定めるハザード内の浸水想定区域に

該当してございますので、そのままの土地を農業以外の分野で使ってい

ただくのは厳しいのではないかという見識でございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 構想予定地に多目的グラウンドを新設したり、あと中村

にある野球場の移転先とする案等について、町民の方々の間でちょっと

うわさになったことがございまして、こういった案について町として検

討なりはされたことはあるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    詳細な検討については実施しておりません。ただ、いろいろ推定は行

っておりまして、そういった中で、町が保有する公共施設として位置づ

けして整備するとなった場合につきましては、その上位計画をしっかり
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定めていく必要があるというふうに認識してございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 続きまして、大綱の２番のかわまちづくりのほうに移っ

てまいります。 

    かわまちづくり事業を実施した後に、その効果を測定するために目標

値を計画書に記載することになっていたと思うのですが、答弁書にある

この17万5,000人という人数は、その計画書に記載されている人数なの

でしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    記載されております。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） それで、評価する際に、この人数をベースに評価になる

と思うのですけれども、ハードルが高いのではないかというふうに思う

のですけれども、担当としてはどのように見られていますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    町長の答弁でもございましたとおり、この17万5,000人というのは、道

の駅おおさとの年間60万人の来場者に対して交通量の割合を乗じて算

出しております。ということで、計算上は不可能ではない数字と考えて

おります。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） パークゴルフ場の３万人は、近隣のパークゴルフ場の利

用者数を参考とされたと答弁がございましたが、どういったところを参

考にされたのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    具体的には、石巻市にあります河南パークゴルフ場、あと気仙沼市パ

ークゴルフ場、加美町のふれあいの森公園パークゴルフ場を参考として

おりますが、こちらはどれも公認コースとなっておりますので、利用者

数に関してはあくまでも参考値でございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 大衡村のパークゴルフ場なのですけれども、平成29年の

ちょっと前のデータでは、年間７万3,000人という利用客数がいるとい

うことですが、こういった数字は参考にはされていなかったでしょう
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か。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    そちらのほうの数字も調べておりますが、一応かわまち計画上、今36ホ

ールのコースを想定しておりますので、36コースで運営しているコース

を参考としております。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 今回任期満了となって、かわまちづくりの協議会の委員

２名と、あとワーキンググループの10名程度の公募を今行っておられま

す。これまでの初期のメンバーの方々は、この計画は自分たちが決めた

計画だということで、主体性を持って活動ができていたと思うのです

が、この公募のメンバーから見ますと、この計画というのは既にあるも

のとなって、どうしても他人事となってしまうのではないかということ

を心配をしているのですが、町としてはどう見ているでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    今後、利用者や、あと事業者のニーズ調査も踏まえた計画変更も考え

ておりますので、今までは粕川に限定した方々等の意見を聞いていまし

たけれども、今後このかわまちづくりに関しましては町全体の事業と捉

えまして、町全体の方から意見を幅広く取る必要があるということで、

協議会のメンバーを改定させていただきました。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） このメンバーの公募なのですけれども、これまでの活動

で得られたノウハウとか、あといろんなところを視察に行った知見と

か、そういった知識とかもかけがえのないものかと思うのですけれど

も、新旧メンバーでのそういった情報の共有とか継承、引継ぎについて

はどのように考えていますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    引継ぎに関しましては、特に引継ぎという形は考えておりませんが、

協議会の制度に関しましては、アドバイザー制度ということもございま

すので、そういう知見のある方がいらっしゃった場合には、協議会に諮

った上でアドバイザーとして迎え入れたいというふうに考えておりま

す。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 
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３番（鎌田暁史君） （２）のほうに移りますが、今回の公募によりますと、

活動内容として、かわまち施設の管理運営等を行うまちづくり会社の設

立検討という項目がございました。町としてはこのまちづくり会社を指

定管理者としていく方針なのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    まちづくり会社という構想は持ってはいますけれども、それはあくま

でも１つの構想でありまして、必ずしもそれで進めるということを決め

たわけではございません。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 維持管理のコストなのですけれども、現状、野球場の芝

刈りについては年間350万円相当のコストがかかっています。かわまち

づくりの予定地はかなり広大がものなのですけれども、広さなのです

が、芝刈りのコストは幾らぐらいを想定していますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） 芝刈りだけという形では今算定はしておりま

せんが、かわまち支援制度に登録した時点での施設管理に係る維持管理

に関しましては、約年間2,400万円かかる見込みになっております。こ

の多くが、パークゴルフ場を今想定している計画となっておりますの

で、そのパークゴルフ場の維持管理が1,700万円ぐらいという多額の金

額を占めますので、それを踏まえて全体2,400万円という想定になって

ございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 施設の運用時は、この施設に対する料金収入をこういっ

た維持管理費に充てていくと、していくことになると思うのですけれど

も、採算の見込みというのは現時点でどのように考えていますでしょう

か。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    こちらもかわまち支援登録制度に登録した時点にはなりますけれど

も、収益の見込みも維持管理と同じ約2,400万円というふうに見込んで

おります。こちらもパークゴルフ場が約年間３万人というふうにこの時

点では想定しておりまして、利用料約700円を徴収させていただきます

と、こちらで2,100万円の収益が見込めるというところで考えていると

ころでございます。 



―５３― 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） パークゴルフ場なのですけれども、大衡村とか、あと大

崎市の三本木とか、あと美里町でありますとか、近隣にも結構ある認識

なのですけれども、そういったところからお客さんを、来てもらうよう

な差別化といいますか、何か特徴的なものは今何か考えていますでしょ

うか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） 特に差別化というものは今のところは考えて

おりませんが、町民の方がパークゴルフを利用したいという御意見がご

ざいますので、できる限り近いところにそういう施設があったらいいの

ではないかということで考えているところでございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） それと、ちょっとインフラについて確認をしたいのです

が、電気とか、あるいは給排水の設備等については、現状どういった検

討をされていますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    河川敷の整備になりますので、基本的には電気や水道という移動しに

くいものに関しては、河川管理者との協議が必要になります。その関係

もございまして、今後、必要に応じてそういう協議を進めていきたいな

というふうに考えているところでございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） あと、常設のトイレとか、あと照明設備等についてはど

のように検討していますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） トイレに関しましては、先ほど申したとおり、

河川敷での設置は難しいのではないかと考えておりますので、基本的に

常設のトイレに関しましては、堤防の上にできます交流拠点施設に設け

ることを考えております。仮に利用者のほうのトイレが河川敷にどうし

ても欲しいという話であれば、可搬式の洪水時に移動できるトイレを設

置することを考えているところでございます。 

    照明に関しましても、基本的には河川敷の中の設置は難しいと思いま

すので、そういう利用ニーズが増えましたら、例えばの案ではございま

すけれども、粕川大橋のほうにちょっと照明を添架させていただくと

か、そういう協議を今後進めていくという方法もあるかなというふうに
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考えております。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 例えばキャンプ場を利用している方が散策をする場合に、

誤って川に転落するとか、何らかの照明設備というのはやはり必要にな

るのかなと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    そういうキャンプ場のお話でございましたら、よく工事とかで使って

いるバルーンライトという可搬式のライトがございますので、そういう

ものでも代用できるのではないのかなというふうに考えてございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 基本的に河川敷には川の流れを、何でしょうね、せき止

めるようなそういった類いのものというのは置けないルールになって

いるということで間違いはないでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） 河川法でそのようになっております。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 例えば常設のトイレ等を設置する場合、その流れを妨げ

ないように、楕円形の形をしたトイレを設置する実績等もあるというふ

うにお聞きしているのですが、そういった実績はあるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） そういった事例はあるというふうには聞いて

おります。ただ、トイレに関しましては下水との絡みもございますので、

下流側で水を取水している方もおりますので、そういう下水の処理と

か、そういう複雑なところがあるというふうに聞いております。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） （３）のほうに移りますが、水害リスクについてなので

すけれども、大雨などによって予定地に仮に土砂が堆積した場合、かな

り大きな被害になると思われます。こういった水害の頻度についてはど

のように見ていますでしょうか。例えば10年に１回発生するレベルな

ど、いろいろあるかと思いますが、どう見ていますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    町長の答弁でもございますとおり、河川敷に乗るような洪水に関しま

しては、令和元年以降、30回観測されております。ただ、この当該地域



―５５― 

の河道掘削が完了した令和５年以降に関しましては、年間２回の観測頻

度に収まっているというふうなところまでは確認させていただいてお

ります。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） かわまちづくりのワーキンググループの方々が、今年の

１月に静岡県の函南町というところを視察をされております。本町のホ

ームページにこの視察の報告が掲載をされておりまして、土砂堆積時に

迅速に復旧できる方策や体制の検討が必要というふうに記載をされて

おります。ぜひ検討を進めてほしいと思うのですけれども、どのように

進められるのか教えてください。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    先ほど町長の答弁にもございますとおり、河川敷に乗っている、洪水

ですね、が令和元年以降、30回観測されておるのですけれども、その30回

に関しましては、大規模な土砂堆積というのは確認されていない現状で

ございます。なので、土砂堆積に関しては極端な、中小洪水に対する土

砂堆積に関しては、そこまで構える必要はないのかなというふうに考え

ているところでございます。 

    ただ、令和元年以降のような大規模災害に関しましては、そのような

状況になるとは言い切れないところがございますので、そちらに関しま

しては、災害復旧事業等の手続を取れるように関係機関と調整を進めて

いきたいというふうに考えているところでございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 大雨のときに予定地の写真を撮影するなど、定点観測が

必要かと考えますが、こういったことは現在、対応はされているのでし

ょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    現時点では定点観測等はしておりませんが、河川管理者のほうに、洪

水があれば写真を撮っているというところもございますので、そういう

ところから情報提供を得ながら、今後は定点観測のほうを進めていきた

いというふうに考えているとこでございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 続きまして、大綱の３番のほうに移ります。 

    スーパーマーケットの誘致についてなのですけれども、町にあった唯
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一のスーパーマーケットが今年の２月に閉店となりました。それで、開

店したのが2005年の７月ということで、約19年６か月営業されていたと

いうことでございます。生鮮食料品や日用品の購入や、あとは地元の交

流の場としても機能していたかと思います。 

    複数の事業者と交渉しているということなのですけれども、事業者側

から見た場合、店舗周辺の人口とか購買力とか、あと交通事情とか、そ

ういった立地環境の分析を行って、総合的に出店するかどうかという可

否を判断されると思います。こういった判断のためにある程度の時間も

かかると私は思います。例えば半年とか１年とか、そういう時間が発生

する可能性あるのか、見解をお伺いいたします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    もちろんそこはスーパー各社の出店戦略にかかるところですので、ス

ピード感を持って出店を決断されるというところは早い決断をされる

でしょうし、じっくりと考えるというところはじっくり時間をかけてお

決めになられるかとは思いますけれども、我々としてはいずれにせよ、

時間がかかろうとも大郷町に立地していただけるところを探し、交渉を

重ねて探していくというようなスタンスで臨んでまいりたいと考えて

おります。以上です。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） ほかの自治体の例なのですけれども、鳥取県の若狭町と

いうところでは、公設民営型のスーパーマーケットを開店した事例がご

ざいます。これは自治体や公共団体が保有をする土地とか店舗を事業者

に貸し出して、運営費の一部を交付金などで支援をして運営を委託する

ような形態となっておりますが、こういった形態については町はどう見

ていますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    現時点ではそういった公設民営というところの考えは持ってございま

せん。と申し上げますのは、大郷町の出店メリットというお話を町長の

答弁でさせていただいたと思いますけれども、地の利として宮城県の中

心部にありまして、非常に交通量の多いところに立地しているというふ

うに認識をしてございます。そういったところを企業様にアピールしな

がら、まずはスーパーさんの出店戦略の中で大郷町を選んでいただける

ような、そういったところの交渉を行うところから行ってまいりたいと
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いうふうに考えているところでございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） （２）の地場産業等の支援についてお伺いをいたします。 

    就任の直後から、定例会の後から町内の各企業を訪問されて様々な意

見を伺っているとの御答弁ですが、町の企業からはどういった意見が寄

せられているのか、何か特徴があれば教えてください。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    町長の挨拶訪問に私のほうも同行させていただいて、隣で話を聞かせ

ていただいていた中で、どういった御意見をいただいたかというもの

を、私も伺っております。 

    その中で主な要望といたしましては、労働力の確保が容易でないこと

であったり、町内企業間における交流機会の不足といったお話をいただ

いているところでございます。そのほか個別のお話というのは様々いた

だいていますけれども、大体共通するというところではそのあたりかな

というふうに考えているところです。 

    労働力確保につきまして、こちらのほうからは国や県の既存支援メニ

ューなどを紹介して今後いきたいなというふうにも考えておりますし、

そのほか町内企業の交流機会の設定というところでも、町内企業が一堂

に会するような交流の場の設定であるとか、企業間の連絡協議会のよう

な組織の立ち上げというのを検討していきたいというようなお話を企

業様にはさせていただいております。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） ぜひ要望の実現を求めたいと思いますが、こういった中

小企業等の支援に当たっては、横断的な対策も必要かと考えておりま

す。例えば雇用確保の観点からのインターンシップ実施の支援とか、あ

と新卒の採用者に対する奨学金の返済支援でありますとか、教育福祉分

野にもまたがっていくような対応も必要かと私は考えますが、こういっ

た取組についてはどう考えていますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    鎌田議員に御指摘いただきましたとおり、もちろん１つの部門で完結

するようなお話ではございませんで、企業様のニーズというものは多岐

にわたっております。 

    したがいまして、役場組織の中での横断的な連携というものはさるこ
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とながら、もちろんのことですが、あと次、例えばハローワークさんで

あったりとか国の機関、そのほか県の、具体的には大郷町は管轄ですと

仙台地方振興事務所さんとか、あと場合によっては本庁も出てくると思

いますけれども、そういった国や県との連携というものも必要になって

くると思いますので、町単独で解決するというようなところにとどまら

ず、いろんな方々を巻き込んで、協力体制を取りながらやっていければ

一番だなというふうに思っておりますので、今後も様々な町、町の中だ

けではなく、町以外の国や県なども含めまして、そういった企業様の支

援に当たることができるように取り組んでまいりたいというふうに考

えてございます。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） ぜひ進めていただきたいと思います。 

    それで、各都道府県なのですけれども、中小企業・小規模企業の振興

に関する条例というのが各都道府県にあります。これと準ずる条例が市

町村の全国の約25％の自治体で自治体独自の振興条例といったものの

制定をしております。本町にはこういった振興条例というのはあるので

しょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    本町にはないというふうに認識してございます。ちょっとすみません、

確認していなかったもので、きちっと正確には確認していなかったので

すが、たしかなかったというふうに認識してございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 私も例規集とかちょっと見てみたのですけれども、似た

ようなものはなかったようでした。 

    提案なのですけれども、やはり本町でもこういった振興条例、中小企

業あるいは小規模企業の振興に関する条例を制定を検討してはどうか

と考えます。近隣ですと、七ヶ浜町とか、あと塩竈市、多賀城市で、同

様の条例が制定をされております。 

    中身を見ますと、基本的な町の方針、どういう、姿勢で支援していく

のかというところが記載をされてございましたので、参考にしていただ

ければと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） 具体例まで御提示いただきまして、ありがとう

ございます。今お話しいただきました自治体も含めまして、そのほかそ
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ういう条例を制定しているところをまずこちらのほうで調べさせてい

ただいて、勉強するところから入らせていただければと思います。以上

でございます。 

議長（石垣正博君） 鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 以上で質問を終わります。 

議長（石垣正博君） これで鎌田暁史議員の一般質問を終わります。 

    次に、５番赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 通告順位４番、赤間則幸。通告に従い一般質問させてい

ただきます。 

    大綱の１番、ＳＳＰ構想の実現。 

    10月28日６時半から粕川地区防災コミュニティセンターにおいて、地

権者並びに関係者への説明会がありました。あのような曖昧な町長の答

弁では、地権者の方々は納得することができないと私は思いました。そ

こで質問いたします。 

    １、スポーツＸ社が撤退となったが、町民が納得できるＳＳＰ構想を

本当に実現していく気持ちがあるのか伺います。 

    ２、企業誘致をどのように考え、かじを切っていくのか、所見を伺い

ます。 

    大綱２、正しい選挙運動を。 

    ８月の町長選挙で、石川町長のたすきをつけた別人が選挙運動をした

との報道がございました。 

    また、選挙事務所内でＳＳＰ事業用地の土が足りなくなれば、除染土

を持ってくるかもとの話が出ていたとの情報がございました。以下につ

いて伺います。 

    （１）候補者以外の者がたすきをつけて選挙事務所前での運動を行っ

た経緯を伺います。 

    （２）造成地に除染土を持ってくるかもと、選挙事務所で話題になっ

ていたと聞いたが、その経緯について伺います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 赤間則幸議員の大綱１つ目、「ＳＳＰ構想の実現」の御質

問に答弁をいたします。 

    （１）の「ＳＳＰ構想の実現」につきましては、スポーツＸ株式会社

の事業中止は、期待されていた地権者や町民の皆様に大きなショックを

与えてしまったとの思いを強く持っております。 

    ＳＳＰ構想の今後の方針を決定するためには、地権者の皆様の意向を
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再確認することが重要であると考え、現段階において明確な方針を示さ

なかった背景を御理解いただければと思います。 

    今後は、調査結果などを踏まえ、計画の見直しを含め、実現可能なも

のとなるよう関係機関との協議を進めてまいります。 

    （２）の「どのように考え、かじを切っていくのか」につきましては、

鎌田議員への質問でも述べましたが、町としての方針を決定後、その方

針の実現に向け、関係者と調整してまいります。そのためには、企業ニ

ーズの再確認や多様な企業誘致の検討が必要と考えております。 

    今後、実施方針が固まり次第、議会へ報告をさせていただきます。 

    次に、大綱２つ目、「正しい選挙運動を」の御質問に答弁をいたします。 

    （１）の「当時の経緯」につきましては、私はその事実を把握してお

りませんでした。 

    先ほどの金須議員への答弁と同じ内容となりますが、今回このような

事案が発生しましたことにつきましては、皆さんに多大な御心配と御迷

惑をおかけしましたことを、心より申し訳なくおわびを申し上げたいと

思います。 

    （２）の「経緯」につきましては、その内容について私は存じ上げて

おりません。 

議長（石垣正博君） ここで10分間休憩といたします。 

午 後２時１６分  休 憩 

午 後２時２６分  開 議 

議長（石垣正博君） それでは、休憩前に続き会議を開きます。 

    赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 再質させていただきます。（１）番の問に再質問させてい

ただきます。 

    前回の９月の定例会におきまして、Ｘ社が撤退した理由について町長

にお聞きしました。その際に、金額について、その大きい金額、年間の

賃料、570万円に対して1,000万から2,000万円というお話をしたかしな

いかというお話を聞きました。そういうところで、話の中で町長は、そ

ういう話を出したということでございましたが、実際こういう話が出な

いで、もう少し丁寧な説明をすれば、事業中止とはならなかったと私は

考えておりましたが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 賃料とかそういう話ではないのです。一番は、選挙結果

が一番やはり影響したのかなと思っております、はっきり言って。あと
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は、事業費が当初計画よりスポーツＸ社さん、町もそうですが、スポー

ツＸ社さんも、事業費がかさんできている。さらに、完成までの期間が

今の経済状況を考えると、１年、２年先となるとさらに事業費が膨らむ

んじゃないかということもありました。その辺を総合的に判断して考え

られたのだと思いますので、その辺はそちらに聞いてもらえれば、真意

は分かりませんけれども、そういう内容で私は解釈しておりました。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 町長の考えというか意見というのはそういう意見という

ことでお聞きしましたが、ただ、やはりこれまで事業がずっと遅れてき

て金額もかさんできたと。最終的に８億8,000万円ぐらいになりました。

ただ、最終的には、その金額は２億6,000万円ぐらいで収まりますよと

いう金額だったと思いますが、そういう圧縮されていった事業がなぜこ

う、やはり町長選を踏まえて、そういうので相手がその結論を出してき

たと言われますが、でも根本的にはもう少しやはりこう、その日の19日

の会談ですか、その日でもう結論を出すよりは、もうちょっと丁寧な説

明というのはできなかったものかなと、私はうんと残念に思うのです。 

    向こうも多分その事業を継続するっていう気持ちで来ていると思うん

ですよ。それをやはりその受け取る側が、町側がもう少しこう、丁寧に

聞き取って話をすることというのはできなかったんですかね。同じ答弁

になるかと思いますが。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） ＳＳＰ事業について、まずもって議会から理解を得られ

ないできたということも事実でありますので、それで資材高騰等を含ん

で事業費がかさんでくるという話でありましたが、結論というか、私は

むしろ中止じゃなくて、事業費がかさむのであれば、もう少し考え方が

あるんじゃないか、規模縮小とか、そういったことも視野に入れて検討

する余地ないですかという提案を、その途中ではこちらでお話もさせて

いただきました。結果的にそういう結論に相手方から至ったということ

であります。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 中止になってしまったことを今さらね、また何回もこう

言っても仕方ないのですけれども、そういう中でこれから、今からその

ＳＳＰ構想を進めていく中で、その土地の再利用とか、新たに圃場を整

備するとか、いろいろお金が結構かかってくると思うんですよ。多分こ

の事業をするよりお金がかかってくると思うのですが、その辺はどのよ
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うにお考えですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 事業費がかさむというか、まずもって地域未来投資促進

法にのっとっての事業計画で今まで来ているということで、このことに

ついて進んでいかなければなりませんので、何しようが10というわけで

もないし、その辺のハードルもあります。その辺は県・国の理解を得な

がら進めていかなければならないのだと思います。まずもって何よりも

企業者の方々がどんな考え、意向の事業を提案してくるかということが

一番だと思います。 

    ＳＳＰ構想のその全体の中の60ヘクタールのうちのスポーツエリアと

称している部分については、大体の地権者の方はこれまで理解を得られ

てきた内容ですが、若干同意を得られていない地権者もおられますが、

あと農業団地とするスポーツエリア以外についての地権者については、

複数名の方の同意も得られていない状況もありますので、その辺も含め

ながら、あるいは新たな事業を提案される企業者さんの事業内容、ある

いは町としてもどこまで負担していくべきなのか、あるいは事業の効果

も含めながら、と同時に先ほども鎌田議員にも答弁したとおり、今の地

権者さんを含んで住民の方々の御意見等を参考にというか、尊重しなが

ら、あるいは一番は議会だと思うのですが、その辺の理解を得ながらこ

の事業を進めていかなければならないと考えております。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） そういう中で、この農業振興に関わる事業をしたいとい

う、その手を挙げている業者というのは何社かあるのでしょうか、まだ

ないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    現段階におきましては、そういった意思表示をされている企業さんは

いらっしゃいません。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） どこも企業がないという状況の中で、自らこの大郷町で

事業をしたいというその業者さんがこれから手を挙げて、大郷に来ます

よという業者が果たして来るのかどうか、その辺の報酬なりコマーシャ

ル、もうかなりしなきゃないと思うのですが、やはりこの今の状況では

ね、自ら手を挙げて大郷さんで事業をやりたいという業者は来ないと思

います。やはりその辺を根本的に変えていかないと駄目だと私は思いま
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す。 

    やはりこの大郷は今まで農業とか畜産とかね、そういうのがメインで

ありましたが、やはり後継者不足とかそういうのもいろいろございます

ので、それだけではやはり今から大郷を守っていくというのはかなり難

しいと思います。 

    そういう中で、かわまちとかね、これから進んでいきます。やはりそ

ういう事業もそのＳＳＰ構想と一緒に何とか進めていけるような考え

方ですね。やはりいろいろ今アンケートは取っていますけれども、そし

てそのアンケートに対していろいろ町長が考えていくという話だった

のですが、それも必要だと思います。しかし、やはり町を引っ張ってい

く町長の考え、提案、それを一番初めに出して、それを出していただい

て、それで進めていく、それが一番だと私は思いますが、その辺はどの

ようにお考えでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 具体的な考えというのは、この場でなかなか言えないで

すが、相手があることでありますね。例えばですよ、交流人口とか、あ

るいは町の経済効果とか、そういったことを単純にというか、それを重

視するのであればですよ、議会からも前に、議会でも１回調査に行った

と思うのですが、例えば仙台のフルーツパークとか、ああいった形で農

業イコール観光とか、そういった企業さんとかであれば、そういう可能

性というか、町の効果にもつながるのかなと思っておりますが、いずれ

にしても町単独で事業をやるわけではないので、企業者さんの考え、意

向も尊重していかなければならないと思いますので、その辺も含めなが

ら、あるいはソーラーシェアリングとか、そういった企業さんが大郷町

でやってみたいというお話もいただいている部分もあったり、あるいは

農地に、例えば高収益野菜、果物とかそういったものをやりたいとかと

いう企業さんのお話もないわけでないのですが、ただ、具体的に進んで

おりません。 

    いずれにしても、その今ある、特にＳＳＰ構想のスポーツエリアの部

分あるいは農業エリアについては先ほど答弁したとおり、具体的にこれ

までも決まっておりませんが、そこを含んで何とか活用できる方法があ

れば、あるいは地権者の方の理解が得られれば、そういったことも考え

る必要があると考えております。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） そのＳＳＰ構想、これを実現するために、何とか町長に
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は頑張っていただきたいと思います。やはりにぎわいのないところには

お金も何も降ってこないと。やはりにぎわいを持たせる、それが一番だ

と思います。そして、やはり来たくなる、見たくなる場所、それをつく

っていくというのが一番だと思いますので、かわまち構想もどんどん進

んでいくようでありますので、避難道路もあらかた完成しております。 

    今まで何ていうかな、堤防が決壊していろいろ災害になってね、いろ

いろ粕川地区の人たちが大変な思いをしました。うちら小さいときから

あの川はずっとありますけれども、その前からあるのですけれども、そ

の川、堤防を利用した事業なり、堤防沿いに桜の木を全部ばあっと植え

てしまうとかね。やはりちょっとこう、大河原の一目千本桜ではないの

ですが、そういうような人を引きつけるような政策、お金も若干かかる

し、国交省ともいろいろお話をしなきゃないと思うのですが、そういう

考えをどんどん出していただいてやっていければ、すぐには無理ですけ

れどもね。反対に５年後、10年後にはすばらしいものができるんじゃな

いかと私は思っております。そういう意味で、何とかこの構想が実現で

きるように、新町長には頑張っていただきたいと私は思います。 

    続きまして、大綱２番、「正しい選挙を」に移りたいと思います。 

    ８月の町長選挙で、石川町長のたすきをかけた別人が選挙運動をした

との報道がございました。また、選挙事務所内でＳＳＰ事業の土が足り

なくなれば、福島の除染土を持ってくるかもという話をしていたとの情

報も私の耳には入ってきました。以下の点について伺います。 

    すみません、間違えました。 

    （１）候補者以外の者がたすきをかけて選挙運動を行った、それで回

答をいただきました。この回答をいただきましたが、ちょうど報道にな

ったのが、時間的に７時40分ぐらいだというその報道で、その事務所前

で選挙カーもあって、事務所前でやっていたと。私もそこを通りました

が、旗を振ってかなり派手にやっていたのですけれども、それを町長は

知らなかったというお話だったのですが、８時にはもう選挙カーはスタ

ートしますよね。そういう中で、20分前にそこに候補者がいなくて、知

らなかったというそのお話はちょっとおかしいんじゃないかと私は思

うのですが、本当に知らなかったのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 私、いつも８時40分頃に、40分から45分頃にしかうちを

出ていませんので、誰か事務所関係者というか、いれば分かると思いま

すけれども、いつも寸前にしか着いていませんでした。 
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議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 随分と余裕のある御出勤だと思うのですが、実際でも、

そのたすきをかけていた人がいて、仮に８時前に事務所に来たとして

も、そのたすきをかけていた人からもらったりはしなかったのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 私が分からないところでやっていたと先ほどお話したと

おりでありますので、その辺は全然関係ない話ですので分かりません。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） そうしますと、造成地の土が足りなくなった場合に除染

土を持ってくるという話、これは何か事務所内で、そういう話で結構話

題になっていたという情報はありましたが、これも町長の耳には入って

いなかったということなのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 議員も選挙したことあると思いますけれども、選挙事務

所には私、日中おりませんので、夜８時には帰りますけれども、私はそ

のような話があったか、うわさがあったかどうか、全然気にしていませ

んし、その立場にもないので全然分からない。今回お聞きしてやはりそ

うなのという感じで、全然私はそこは分からなかったということであり

ます。今日質問を受けて初めてそういう話があったのかというか、聞い

ただけです。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 知らなかったと。知らない。でも、事務所内でそういう

話が出るということは、何ていいますかね、非常によくないというか、

もう選挙妨害というか、そういう話をしているようなことだと思うんで

すよ。そういうのに対してやはり全然耳に入ってこなかったというのは

不思議でしようがないですね。いずれにせよ、そういう事実があったと

いうことは私は聞いていました。ただ、町長は知らない。じゃあ、なお

その辺はいろいろあと調べたいと思います。 

    そういう中でも、やはり何ていいますか、ある程度候補者として関係

者とかいろいろいると思うのですけれども、その辺をやはりきちっと統

一して意思疎通を取ってやっていくのが私は選挙だと思います。 

    だから、やはり間違った情報を流したりとか、それはまずいことであ

って、これからもやはりその、２年後に我々もまた選挙ございますので、

その際にやはりきちっとした正しい選挙もしていかなきゃないと思い

ます。 
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    だから、やはりそういうのがもしあればあったで、きちっと正してい

かないと、何か変なふうになっていくと思いますので、その辺は、選挙

管理委員はいないのですけれども、総務課長、その辺どうですかね。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） お答えいたします。 

    我々も公職選挙法に基づいて実施してございますので、立候補される

方につきましてはそのことを承知の上、立候補されていると思いますの

で、その辺もあともしそういうときにはしっかりと我々もお伝えできる

ものについてはお伝えをさせていただきたいと思いますし、候補者自身

もそれを認識した上で立候補されておると思いますので、もし再度挑戦

される方々につきましてはしっかりと対応させていただければなとい

うふうに思ってございます。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） それで、またちょっとたすきのほうに戻っちゃいますが、

町長は分からないと。ただ、こういう事実がいろいろ出て、いろんな形

で出てきて報道とかになって、なった場合に、やはりある程度町長がそ

の説明、きちっとした町民に対してとか、説明とか、いろいろそういう

のも出てくると思うのですが、そういうふうになった場合にはきちっと

したやはりその謝罪なり、そういう説明というのはしていただけるので

しょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 謝罪は先ほど申し上げましたけれども、大変申し訳ない

ということです。候補者としてその辺は皆さんにおわびを、改めておわ

び申し上げたいと思いますし、経緯等につきましては先ほどお話しした

とおり、今捜査中に関わることでありますので、そこに支障を来すと困

りますので、私からは何もそこについては、発言はこの場では控えさせ

ていただきますが、今後については今後で、その内容によると思います。 

    あとは、先ほど言われた、後でいいですから、恐らく再質問というか、

こちらから反問権はないのでしょうから、後で、何を根拠としてあのう

わさという話、先ほど言われたのですが、そこの部分について後で教え

てください。私分からなかったので。事務所内での、２番目の後で、誰

からどういう内容で聞いたかというのを教えていただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） いいですか。 

５番（赤間則幸君） いいです。以上で質問を終わります。 



―６７― 

議長（石垣正博君） これで赤間則幸議員の一般質問を終わります。 

    次に、10番熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 通告順番５番でございます。熱海でございます。通告に

従いまして一般質問を行いたいと思います。 

    今回の質問に関しては、なるべく町長の考えを答弁いただきたいなと

思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

    まず、大綱１、町が管理している土地と施設についてでございます。 

    （１）旧大郷牧場は草刈りを委託して何の利用もございません。今後

の利用方法についてお伺いをしたいと思います。 

    それから、同じように（２）番、縁の郷の指定管理者を募集しており

ますが、なかなか見つからない状況でございます。町民懇談会でレスト

ラン・宿泊施設を一体で指定管理をしてもらう考えを持っているようで

ございますが、畑だけ貸す考えはないのかお伺いいたします。 

    それから、（３）ふれあい農園の今後の活用方法についてもお伺いをし

たいと思います。 

    それから、大綱２番、かわまちづくり事業について。 

    （１）粕川大橋を渡った吉田川左岸の三角地帯、レジリエンスベース

の活用方法について所見を伺います。 

    （２）河川敷にパークゴルフ場の計画がございますが、大雨のときの

土砂堆積対策をどのように考えているのか。また、他の自治体を参考に

すべきと考えますが所見を伺います。 

    （３）かわまちづくり事業の費用負担及び管理費は幾らになるのか、

所見を伺います。 

    大綱３番、人口減少対策について。 

    （１）民間企業で住宅用地造成は採算が取れないと聞いております。

町単独で用地取得造成を考えてはと考えますが、所見を伺います。 

    （２）空き家・空き地バンクの登録をもっと積極的に進めてはいかが

でしょうか。 

    （３）「夢実の湯」の廃業で多くの方々から、残念との意見があり復活

してほしいとの要望があります。町としての所見を伺いたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 熱海文義議員の大綱１つ目、「町が管理している土地・施

設について」の御質問に答弁をいたします。 

    （１）の旧大郷牧場の今後の利用方法につきましては、現時点におい
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て具体的に定まっていない状況にあります。 

    旧大郷牧場は、これまでグリーンツーリズムのための事業用地として

活用し、将来的な町の活性化につながることを想定し、活用方法を模索

してきたところであります。 

    今後は、グリーンツーリズムにこだわることなく、町の活性化につな

がる事業によって土地を有効活用していただける事業者の模索を続け

てまいります。 

    （２）の「縁の郷の畑だけの貸出し」につきましては、町といたしま

して、縁の郷の最も効果的な活用方法は、宿泊施設、レストラン、農園

を一体で管理・運営することであると考えております。 

    指定管理事業者や利用者がそれぞれの施設を組み合わせて横断的に利

用することが可能となり、縁の郷の活用の幅が広がりますので、そうい

った点もアピールポイントの１つとし、指定管理事業者を募集してまい

ります。 

    （３）の「ふれあい農園の今後の活用方法」につきましては、今年度

は１人の方に一区画をお貸しし、利用いただいている状況にございま

す。 

    本町としては、農園を利用していただける方について、法人、個人を

問わず募っていきたいと考えております。 

    なお、今後のふれあい農園の在り方につきましては、地権者の方々の

御意向も伺いながら検討してまいります。 

    次に、大綱２つ目、「かわまちづくり事業について」の御質問に答弁を

いたします。 

    （１）の「レジリエンスベースの活用方法」につきましては、令和元

年東日本台風で甚大な水害被害を受けた地域住民からの要望を受けて、

国が整備を進めているものであります。水害発生時には、一時的な避難

場所としての機能に加え、災害ごみの仮置場など、地域の災害対応拠点

としての活用が期待されます。 

    また、平常時は、かわまちづくりエリアにおける交流拠点施設として

の運用を想定しています。飲食が可能な休憩スペースなど、来訪者の利

便性向上に貢献できる施設としての活用も検討してまいります。 

    （２）の「大雨時の土砂堆積」につきましては、河川敷への施設整備

に当たり、特に配慮すべき最重要事項であり、施設が冠水することを前

提とした対策を講じる必要があると考えております。 

    鎌田議員への質問への答弁と同じ内容となりますが、令和元年東日本
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台風以降に観測された中小洪水と同規模であれば、河川敷への土砂堆積

による影響は限定的であると判断しております。 

    一方で、パークゴルフ場は、コースの形状的な特性から、中小洪水に

よる土砂堆積の影響は否定できません。 

    この影響を確認するため、パークゴルフ場の仕様については、初期段

階では復旧負荷を最小限に抑えることを念頭に置いた導入を検討して

まいります。 

    具体的な仕様の決定に当たっては、実際の利用者の皆様の御意見を伺

うとともに、他の自治体の事例も参考にしながら検討してまいります。 

    （３）の「費用負担と管理費」につきましては、これから実施する利

用者及び事業者へのニーズ調査の結果により、施設の内容や規模の変更

が想定されますので、明確な事業費と維持管理費はお示しすることがで

きません。 

    ＳＳＰ事業では事業費の変更により、町民の皆様に大きな混乱を与え

た事実を重く受け止め、調査や設計が整った段階で、議会に報告をさせ

ていただきます。 

    次に、大綱３つ目、「人口減少対策について」の御質問に答弁をいたし

ます。 

    （１）の「町独自で住宅地の造成を考えては」につきましては、人口

減少対策において、住宅用地の確保は喫緊の課題と認識しております。

町の財政状況からも、民間活力による宅地開発が望ましいものの、昨今

の資材高騰等により採算性の確保が困難である現状も承知しておりま

す。 

    本町といたしましても、定住促進の観点から、民間企業の宅地開発の

推進と併せ、町主導による用地取得及び造成事業の可能性について、財

政負担や将来的な需要予測を慎重に見極めつつ、調査・検討を進めてま

いります。 

    （２）の「空き地・空き家バンクの積極的推進」につきましては、移

住・定住の受皿として極めて重要なツールとなっております。現在も制

度の周知に努めておりますが、広報紙やホームページ、ＳＮＳなどを活

用し、発信をさらに強化するとともに、固定資産税納税通知書での周知

や民間企業等との連携、セミナーや相談会の開催など、空き家所有者へ

の直接的な働きかけを積極的に行うことで、登録件数の掘り起こしと成

約率の向上に努めてまいります。 

    （３）の「夢実の湯の復活」につきましては、営業時には町内外から
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たくさんの来客があり、町民にとっても憩いの場となっておりましたの

で、廃業は大変残念なことでありました。 

    本町といたしましても、人を呼び込むことができ、町民が集うことの

できる施設の復活を待ち望んでいるところでございます。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） それでは、再質問させていただきます。 

    大綱１番の（１）、町長の答弁に、このグリーンツーリズムの事業用地

としてって、具体的にどういう内容で、これは何年前から借りているん

でしょうね。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    具体的なグリーンツーリズムというところですけれども、今現在、存

在しておりますパストラル縁の郷も含めまして、都市の方々から農村と

の、大郷町を農村とすると、そこの交流をするためのトータル的な場と

して、グリーンツーリズムというところで都市から人を呼び込むための

事業として検討されていたというところでございます。 

    ほかに、現在は全く着手はされていない状況ですけれども、縁の里山

プロジェクトというものも何年か前にございましたけれども、そういっ

たところでその都市の交流というところを考えていたところになりま

して、大体いつから借りていたかというところになりますと、およそ

20年ぐらいはたっているというふうに認識しております。以上でござい

ます。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 今、縁の郷とかという話だったのですけれども、九十何

ヘクタール、ヘクタールという言い方はちょっと私、できないので、九

十何町歩借りているわけですよね。縁の面積ってそんなにないですよ

ね。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） 町で借りております旧大郷牧場の全体、町で借

りております部分としては92万1,000平米ほどになるのですけれども、

平方メートルほどになりますけれども、縁の郷はその中の一部という、

縁の郷は町有地に建ってございますので、借りている土地とはまた別の

ところになっております。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 
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10番（熱海文義君） 縁の郷でグリーンツーリズムとかという話だったので、

大郷牧場全体で92町歩、借りているわけですよね、今でも。借りている

わけですよね。そのために土地代、賃借料と、それから管理費で、年間

350万円ですか、支払っているわけですよね。そうすると、これが20年

間というと、10年で3,500万円、もう7,000万円支払っているわけですよ

ね。7,000万円ただ捨てている、捨ててきたと思うのです。 

    例えばある程度ね、住民サービスでこういうことをやったよという何

かあれば、多少は分かりますけれども、ほとんど使われていない。確か

ね、縁の郷の畑あるところ、道路挟んで東側が町所有かな。西側が大郷

牧場の土地だという話だったと思うのですけれども、これずっと支払っ

ていかなきゃないんだよね。毎年、毎年。これ、どう考えます、町長。

これ、町長に聞きたいのよ。これ、何とかしなきゃないんじゃないです

か。ねえ、町長。どうですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） これまでもグリーンツーリズムを掲げてやってきて、何

とかしなきゃないと思ってやってきたのですが、その１つは昨年から、

テレワークもそうだったのですが、それもうまくいかなかったと。今の

ところ、まず協議をしている状況なので。いずれにしても、あそこを有

効活用、今ある施設、農園、含んで、町が管理している分、借りている

分全部じゃなくてね、町が今まで使ってきた分については有効活用を何

とかしていかなきゃないというのは、これは新年度からでも何とかいき

たいなと。 

    実際、施設に関わる指定管理ということで具体的な考えを言われてい

る企業さんもありますけれども、ただ、決定的にこの内容でということ

まではまだ至っていないので、双方入り口の話の段階なので、その辺、

できるだけ早めに方向性を決めていきたいと思います。 

    それで、全体についての、何とかしなきゃないということで、グリー

ンツーリズムということで先ほど答弁させていただきましたが、やはり

これまでグリーンツーリズムをテーマでやってきた施設ですが、全体的

にね、そこはもう時代に合わせた形というか、別の展開でもいいのかな

と考えております。 

    そういった企業さんの使い方とかも取り入れながら、あるいは不要な

部分も確かにありますし、以前使っていた分の畜舎とか小屋とか、そう

いったものの跡もまだ残っています。そのまま全部片づけられておりま

せんので、その辺もしっかり整理して片づけて土地を返すにしても返さ
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なきゃない。それで、返されるほうもできれば納得してほしいと言われ

るかもしれませんが、その辺はちょっと時間かかるかもしれません。 

    ただ、議会から特にこの１年間、そういうようなお話、御意見を賜っ

ておりますので、そのことによって町民の方もやはり改めて関心を持っ

ているようでありますので、そこの地域の方、地権者でない方々からも、

やはりそういう使い方はおかしいんじゃないのとか、町でお金の出し方

がおかしいんじゃないかとか、そういった話も聞いておりますので、そ

の辺の有効活用の仕方、誰からも理解できるような公費の支出の仕方を

踏んで協議というか、検討してまいりたいと思いますし、不必要な部分

はどのような方法で解決できるかというか、解消というか、そういった

方法も考えながら結論を出して、なるべく早めに結論を出していただき

たいと思いますので、と同時に知恵があれば知恵をお貸しください。よ

ろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） この契約って何年までなのですか。賃貸借は。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） １年契約で、異議がない限り自動更新というよ

うな形になっております。１年契約で、異議がなければ自動更新という

ふうな契約になっております。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 今、これは全体的に私の質問になるのですけれどもね、

人口減少となっているのも、大綱３番目であるのですけれども、それも

踏まえたときに、住宅用地なりね、それから工場用地、ないわけですよ。

それで、92町歩というと結構な面積だと私は思っているのです。 

    県のほうで企業誘致のね、何か特別室みたいなのありますよね。あそ

この担当者からもちょっと言われたことあるのですけれども、大郷町に

は商品がない。土地、商品がない。だから大郷町に企業、行きたいと、

行きたいというか、宮城県に企業を誘致したいとなったとき、大郷町は

推奨できない。物がないのだから。ほかは、例えば大衡さんだったり、

大和町さんだったり、用地を確保して、県からここだったらいいという

ことで、トヨタあたり来ていると思うのですけれども、大郷町にはとに

かく何にもない。何もないってまず、工業用地もね、前は川内で二、三

か所、空いていたところあるのだけれども、２か所しかない。そういう

ところに大郷町を紹介できますかと。商品がない店に誰が買いに行きま

すかって言われたことがあるのです。 
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    だから、そういうことも踏まえて、その県の担当者と相談するなり、

多少こう、さっき町長は、あした、あさってにすぐできるということで

なくて時間をかけるしかないと言うので、時間がかかってもいいので、

第１歩としてそういう取組って必要じゃないかと思うのだけれどもね、

町長。どうでしょう。我々、名古屋に行ったこともあると思うのです。

そういうことを言われてきたのです。 

    だから、そういうのも検討の材料としてね、すぐ取りかかるものでも

ないと思うのだけれども、そういうことも検討してもらいたいなと私の

ほうで思ったのです。このままだったら毎年草刈りして終わりだよ。毎

年草刈り。何のためになるの、それ。熊予防のためですか。そうじゃな

いでしょう。私も今回みんなで視察したけれども、すんごい面積ですよ。

もったいない土地だなと思っているので、やはり町の活性化のために

も、そういうところはちょっと県と交渉するなり話合いするというのは

大事じゃないかと思うのだけれどもね、町長。いかがですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 企業用地がないというのはそのとおりであります。先ほ

ども、今回企業訪問させていただいて、用地を求めている企業も町内に

ありました。複数社ありました。そういったこともあるので、ただ、あ

そこを企業用地として使えるか使えないかは、今判断しかねるところは

ありますけれども、その辺も１つの選択肢の中で、そこは含んで検討す

べき用地の面積もあるし、実質、長福寺の上辺りなんか、企業さん１つ

入って進んできていますので、そこは、例えば仙台から来ても、三陸道

も仙台新港からも利便性があるから、町内の企業さんにも今回改めて意

見をいただいています。大郷町は企業で仕事する分にはいいところです

よということも言われていますので、熱海議員から今提案があった部分

も含んで、企業用地の確保に改めて頑張っていきたいと思います。 

    あとは、今ある、うまくきれいに片づけることもやはり視野に入れて

いかなきゃないかなとも考えておりますので、用地の使い方あるいは企

業誘致に力を入れるということを改めてお約束をさせていただきます

ので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 大変ありがたい答弁をいただきました。よろしくお願い

したいです。 

    それから、（２）番の縁の郷ですね。ラトリエが撤退してからずっと問

題になっているのですけれども、その前からずっといろいろと縁の郷っ
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て問題になっているのですが、今回、地区懇談会である方から、畑だけ

ね、部分だけ、もうただで貸したらいいんじゃないのというような質問

をいただきました。 

    そうしたら、課長の答弁は、畑とレストランと宿泊施設一体で指定管

理なのでという話だったのです。あくまで町の指定管理というところか

ら離れないんですね、頭の中。私は、もう畑は畑で、もう前はうんと安

いので何人か借りていましたよ。それがラトリエになって料金を上げた

らいなくなりました。 

    逆に、畑だけ作ってもらって管理してもらったほうがいいんでねえの

すかや。何だ、なまっているかな、俺。すみません。畑を貸して、ただ

でもいいと思うのです。そこに交流人口って生まれるじゃないですか。

そうしたら、その畑を作っている人たち、ああ、御飯を食いに行くの大

変だなといったら、レストランやればいいじゃないですか。１日で畑仕

事が終わらない。いや、１泊したいなとなったときに、また宿泊施設、

貸せばいいんでないの。と私は思うのです。私はね。取りあえず交流人

口でしょうと思うのだけれども、町長、いかがです、私の考え。間違っ

ているすかや。俺、町長の考えを聞きたい。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 考え方、それはそれで否定はしませんよ。ただ、あそこ

の縁の郷を一体でやはり活用するべきかなということで、まず今、現段

階で考えている。ただ、有効的に農園は農園、こっちの宿泊棟は宿泊棟、

レストランとか、あるかもしれない。それぞれ連携して、別の事業者で

あろうが、これは連携して効果的に運営できる方法もあるとは思いま

す。結局、町でできれば指定管理料のかからないような形でやってもら

うのが一番ですので、今現在は間違いなくかなり無駄をやっている状況

でありますので、これも春までに方向性を目指したいと思いますので、

もしこのほかに何かアイデアがあったら、農園を安く貸すだけでなく、

高く貸しても借りる人がいるような方法とか、一緒に周りのスペースを

活用していただけるような業者さんとか事業者さん、例えば企業とかサ

ークルとか、あるいは学校関係だとか、これは大学とかになるのかな、

そういうところ、組織、組織でいろいろあるので、そういう団体さんに

貸してやるとか、愛好会的なもの、いろんな団体がありますから、ＮＰ

Ｏ法人でも、あるいはスポーツの団体やら芸術の団体やらありますの

で、そういった方々に農業の魅力というか、農村の魅力と同時に食の魅

力で、農園で、あそこで泊まり、宿泊をやっていただくとか、そういっ
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たことも考えていくことも１つの選択かなと思っておりますので、なる

べく早く結論を出していきたいと思います。ありがとうございます。よ

ろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） それから、宿泊施設とオフィス、何だっけ、隣、テレワ

ーク、テレワークの管理って今でも町でやっているんですよね。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    現在も町で管理をさせていただいております。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 前に聞いたときに、このテレワーク施設とこの宿泊施設

を別で考えている、何か答弁があったと思うのですけれども、例えばテ

レワーク施設を利用したい方は５時で終わり、宿泊できないという答弁

があったんですよね。だけれども、テレワークする人って、夜中も仕事

をしたい人がいるはずですよ。 

    そういうときに、誰が管理して、管理できないから５時で終わるみた

いな話があったのですけれども、何のためのテレワーク施設なのでしょ

う。私は宿泊しながらテレワークするものだと思っているのですけれど

も、その辺はいかがですか。これ、前にも質問していたのだけれども、

私は納得できないので、もう１回質問させていただきます。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    宿泊施設が再開すれば、もちろんそのお泊まりいただきながら、例え

ば海外とのやりとりなどは夜中、時差がありますので夜中というところ

にもかかってきますので、そういった方については夜間の利用というの

も非常に必要性が出てくるというふうに思われます。 

    ただ、今、宿泊施設が休止状態になっている中で、テレワーク施設の

み利用をできるように募集をしている状態なわけですので、その夜間の

利用となると、どうしても管理というものが生じてきます。また、テレ

ワーク施設はあくまで、今宿泊施設がない中ではオフィスというような

機能を持っていただいているものですから、どうしても宿泊施設が稼働

していないという中では夜間というものは止めさせていただいて、そし

て夕方の５時半までというところでの運用ということをやらせていた

だいている状況になっております。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 
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10番（熱海文義君） 休止ということだけれども、何で休止しているの。わざ

わざさ、去年の３月定例会だっけな、去年だっけか、あそこ、お風呂を

使うためにボイラーを直したんだよね。宿泊してもらうために直したん

だよね、何千万円もかけて。それ今休止になっているって、勝手に休止

にしているの。どういうことなの、この休止しているって、私、理解で

きないのだけれども。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） もちろんその指定管理者、宿泊施設も一緒にや

っていただける指定管理者が見つかれば、そこは宿泊を再開させていき

たいというふうに考えておりますけれども、今、運営を担っていただけ

る方がいらっしゃらない状況なので、休止をしているという、やむなく

休止しているというような状況でございます。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 今、私が質問したときに、宿泊施設とテレワーク施設、

町で管理しているのですかと言ったら、はい、そうですと言ったんじゃ

ないの。それ、管理しているんじゃないの、町で。違うの。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） 申し訳ございません。町で管理しているのは、

テレワーク施設のみ管理しております。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 町長、やはりおかしいわ。無駄な金をどんどんつぎ込ん

でいるような気がしますよ。さっきの旧大郷牧場もそのとおり、縁の郷

もしかりなので、時間がかかってもいいから前向きにもう、こういう負

の財産、何とかなくすように努力していきましょうよ。お願いしたい。 

    （３）番も同じなのです。ふれあい農園ね、羽生にあるふれあい農園

もしかりなのですけれども、ふれあい農園、今１人借りている。１人借

りたものの貸しているお金って幾らもらっているのです、年間。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    年間一区画当たり２万円を頂いております。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 農地貸して、２万円のために幾らかけていると思います、

あそこに。町で。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 
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    令和６年度の決算ベースになりますけれども、令和６年度は10月から

３月までというふうなことになっておりますので、そこは御理解いただ

ければと思うのですが、まず光熱水費として１万8,000円ほど、そして

草刈り等の業務で、こちらは１回お願いしておりまして約35万円。その

ほか賃借料、地権者17社の方からお借りしている賃借料が50万円ほど

で、合計しましておよそ87万円を令和６年度はお支払いしております。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 課長ね、草刈り、今１回って言ったじゃないですか。昨

年度は１回でしょう。今年、何回の予定だか分かっています。４回だよ、

４回。４回やって150万円。借りているの50万円さ。合わせたら200万円

だよ。１回ちょっと今年の春、１回忘れたけれどもさ。その分、草刈り

業務が大変な状況になったわけです。２回分ぐらいの労力を使って草刈

りしているんですね。でも、200万円さ。２万円のために200万円かけて

いるんだよ。200万円。ちょっとどう考えます、この２万円のために200万

円だよ。町長が悪いわけでないよ。だけれども、何とかしなきゃないで

しょう、これだって。これから町長の考えを聞きたいのです。我々も考

えなきゃないと思っているんですよ。みんな税金ですからね。だから、

町長の考えを聞きたいのです。お願いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 農園ね、ふれあい農園についても、やはり有効活用にな

っていない。ただ、目標、計画のとおり来ただけで、それがやはり途中

から努力が足りなかったのか、あるいは社会の情勢に合わせて、もしか

すると用途を変更すべきだったのかもしれませんし、それだけの面積が

要らなかったかもしれない。あるいは地権者の方々に、今利用されてい

る方、あそこをゼロにすると、それはそれで、それは個人と契約しても

らうとか、地権者の、残った分の土地についての活用方法については地

権者の人たちが、返されても困るとかと言うかどうか分かりませんけれ

ども、そこはうまく使い方、あるいはもしかすると広報、募集の広報も

もしかすると足りなかったのかもしれないし、その辺も含めながら活用

方法あるいは土地が有効に使うというか、町の経費の効率的なことをま

ず優先に考えて、町民の方の利益になることにつながるような事業にし

てまいりたいと思います。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） それでは、ちょっとね、本当はもう一つあったのだけれ

ども、ちょっと時間の関係上ね、大綱２番に移りたいと思います。 
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    大橋を渡ったところのレジリエンスべースというのですか、なかなか

ちょっと私の口から言いづらいのだけれども、もっと簡単な名前にして

ほしいのだけれどもさ、何かいい方法がないかなと思っているのですけ

れども、あそこを今、何ていうの、掘削している状況ですよね。地盤が

弱いということで。その地盤を固めるのに何メートルぐらい土を取っ

て、どういう工事なのかちょっと分からないのですけれども、その辺ち

ょっと詳しいところを教えてほしいのです。分かりやすいようにお願い

します。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    地盤改良ということは今やる計画はないというふうに聞いておりま

す。ただ、周りの土地を引込み沈下を抑えるために矢板という鋼の板、

それを地中に何メーターというふうに打ち込む作業をする計画がなっ

ておりまして、ただ、畑の上にその矢板を打ち込むクレーンが乗れない

状況になっておりますので、その関係で今の畑の土を１回どかして、良

質土を入れて、まずクレーンが乗れる土台を造るという工事を今してい

るという作業になっています。ごめんなさい、田んぼです、田んぼの土

をどかして、良質土を持ってきてクレーンが乗れる地盤を固めていると

いう状況でございます。 

議長（石垣正博君） ここで10分間休憩いたしたいと思います。 

午 後３時２６分  休 憩 

午 後３時３６分  開 議 

議長（石垣正博君） それでは、休憩前に続き会議を開きます。 

    熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 先ほどの三角地帯、三角地帯と言わせてください。三角

地帯なのですけれども、その土が寄ってこないようにするためのクレー

ンを入れるんですよね。それで、その下って、その固めるってどういう

工法なのです。その辺がちょっと分からないのです。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） 地盤改良につきましてはいろいろな工法がご

ざいまして、例えばセメントを混ぜてしまうとか、あと砂のくいを打っ

て地盤を固めるとか、そういった工法があるのですけれども、今回の工

法はそういうのは採用しないというふうに聞いておりまして、イメージ

いただくと、土、水を含んだスポンジの上に、これから盛土を持ってい

くというイメージが近いのですけれども、その水を含んだスポンジの上
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に急に完成形の盛土をぼんと乗ってしまうと、水がぶしゃっと出て、上

に乗ったものが傾いてしまうという状況、イメージできると思うのです

けれども、それをしないために徐々に徐々に、ちょっとずつちょっとず

つ水を出しながら、盛土の完成形につなげていくという形を取るという

形で、下の地盤の水を追い出しながら徐々に徐々に上を盛っていくとい

う形を取りますので、ちょっと盛土の完成までに時間がかかる。ちょっ

とイメージつきにくいですかね。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） いやいや、何かくいを入れるんですよね。そのためのク

レーンを入れるために固めるんですよね。それ以降でなくて、その前の

クレーンを入れるための地盤ってどうするのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） 説明不足で申し訳ございません。まずは、一

番最初に申した矢板の打設に関しましては、下の盛土をしていきますと

地盤沈下が起きますので、まず縁切りですね、町道との境に、町道が地

盤沈下を起こさないように縁切りの矢板を打つ必要がございます。 

    その縁切りの矢板を打つために、クレーンを設置して矢板を打つこと

になるのですけれども、そもそも田んぼのほうの地盤が非常に悪過ぎ

て、クレーンの重さに耐えられないというのがございますので、まずそ

のクレーンの重さに耐えられる部分だけの土の入替え、それを今してい

るという作業になっております。それが完了して矢板が打ち終わります

と、その三角地帯のところに盛土をしても地盤沈下、三角地帯は地盤沈

下はするのですけれども、町道とかの地盤沈下は引き込まなくて済みま

すので、徐々に徐々に盛土をしていくという流れになります。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） その矢板というのは、例えば盛土をずっと重ねていった

ときに、最終的に取るの。それとも、そのままなのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） そちらは存置、そのまま抜かずに存置になり

ます。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） それを抜かないでいたらさ、その矢板って何年もつもの

です。普通、矢板って鉄板ですよね。多分組み合わせる鉄板、取ってい

くのだけれども、結構厚みもあるけれども、鉄だということは、いつか

腐れてなくなるわけだよね。その辺はどうなのですか。 
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議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） そういう心配はございますけれども、そもそ

も矢板の厚みがかなり分厚いので、あんまりその腐食によってなくなる

という心配もございませんし、あの地点は地下水位が高いということ

で、基本的に水の中にずっとつかったままだと腐食しないということに

もございますので、その点は安心してよろしいかと思います。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） それで、堤防の高さまで盛土をするという計画だと前、

説明があったと思うのですけれどもね、その盛土をした上に何か施設を

建てる計画もあると思うのですけれども、盛土の部分まで国にやっても

らえる。上物に関しては町がやるという話だったと思うのですけれど

も、下がもう軟弱地盤で、施設を建てるのに、今だと何かこう、くいを

入れて地震に強い建物にしないといけないというのがあるのですけれ

ども、そのくいを打つというのは、それは町なのですか、国なのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） 建物の今、基礎形式については検討している

ところでございますが、基本的にその堤防のほうにくいが打てないとい

う河川法の縛りもございますので、現在はベタ基礎、直接基礎と、土の

上に平場の基礎ですかね、そういう形を想定しております。 

    議員が心配されている軟弱地盤の上にというお話でしたけれども、例

えば中粕川のかさ上げ宅地のおうちのところも、あそこも同じ軟弱地盤

に建ってはおりますけれども、あのときは、もともとその家の重みが乗

るのを想定して、あらかじめ高い盛土をして、その後、盛土を撤去した

という経緯がございますけれども、今回も恐らく町とちょっとこれか

ら、国とこれから協議になりますけれども、交流拠点施設が乗る重み分

を１回、堤防より高く盛り上げてもらって、ある程度安定した後に余分

な高さまで切り落とすという作業になって、地盤を安定させるという作

業に入っていくということになっております。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） ちょっと時間がないのですけれども、例えば施設を建て

るときにね、ちょうど今、堤防から下りてくるじゃないですか。その施

設が建ったら、そこに入っていく道路も必要ですよね。その辺は今のそ

の幅の道路で考えているのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） 粕川大橋から直接入るというルートは想定し
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ておりませんので、下の信号のところ、あそこのところから徐々に階段

状の形で盛土が上がってきますので、スロープを設けて下から入ってい

く形を想定しております。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 次に行きます。この河川敷のパークゴルフについてなの

ですけれどもね、なぜこのパークゴルフ場と考えているのか、ちょっと

私には分からないのです。実際、仮のパークゴルフ場でね、場ではない

のですけれども、穴とティーグラウンドを造って、大雨が降ったときに

どうなるかという試験をやっていたはずなのですけれども、その結果っ

て何の報告も我々は受けていないのだけれども、どうだったのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） 社会実験的に、ちょうど堤防が決壊した辺り

にエリアを設けてやっておりましたけれども、あそこのエリアはちょっ

と地盤が高くて、先ほど30回ぐらい冠水していると申しましたが、それ

はもうちょっと下流側のところで、堤防決壊した辺りはちょっと冠水が

確認されていないという状況でございました。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） ということは、その仮に造ったところに水が上がってい

ないと分からないということだと思うのだけれども、今まで30回上がっ

てだと、これまで年に２回上がっていたというけれども、だけれども、

年に２回上がったレベル、なければ土砂の堆積はないという説明だった

と思うんですよ。 

    ただね、復興推進課の課長と、あと地域整備課の課長ってね、熊本に

行って、河川敷のそのサッカー場なり施設、視察に行ったことあるので

す。そのときはね、きれいだったんですよ、確かに。すばらしい施設だ

ったのです。３年に１回しかそこには水が上がらないということで、じ

ゃあ上がったらどうするのと言ったら、そのときに考えましょうという

ことだったんですよ。ああ、そういうものなんだ。でも、うちには上の

ほうに席はないし、年に３回も上がってどうするのかなと心配していた

のです。 

    そうしたら、復興の課長が、ちょっと調べてもらったのですけれども

ね、令和元年の東日本台風の倍降ったそうなのです、そこ。倍。堤防も

決壊するぐらい越水して、するぐらい、大変な大雨が降って、そうした

らその施設どうなったのって見たら、すんごい土砂の堆積だったわけで

すよ。多分２人で確認していると思います。20センチ以上だというから、
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すごい土砂の堆積。今でもどうやって復興するか多分、そっちで悩んで

いると思うのです。 

    それを踏まえたら、そういうことだって、今までの観念からして、年

に２回しか上がらないから大丈夫だろうという、そういう想定ではない

と思うんですよ。そこはやはりちゃんと調査して、どうやって復興した

のか、それまでもうちょっと考えてほしいなと思っているのです。いか

がですか、その辺の考えは。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    議員おっしゃっているのは甲佐町の事例だと思いますけれども、甲佐

町で今回起きた災害というのが大規模災害に想定するものだと思いま

す。町長が答弁で申させていただいたのは、中小洪水ということで、そ

ういう中小洪水であればさほど影響がないであろうという回答をさせ

ていただいておりまして、もちろん書いておりますけれども、この吉田

川でも令和元年相当の大規模災害が起きれば、もちろん災害復旧事業の

適応に向けて動かなければいけないというふうに考えておりますので、

ちょっと今回の甲佐町の事例と、通常年に数回冠水する事例というので

は、ちょっと比べる対象が違うのではないかなというふうに感じており

ます。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） いや、あのね、そういうことが起こらないということは

ないと思うのです。想定外って、今はそれが想定内だから。あるかもし

れないでしょうということを言っているの。今までの事例どうのこうの

でないの。そこは特別だったって、そうでない。日本国どこだってそう

いうことは起きるわけですよ。もう今の異常気象、昔の常識、全然当て

はまらないので、その辺を考えて、事例があるわけだから、そこを考え

てから行動してもいいんじゃないのと言っているの。そんな早急に急ぐ

必要もないと思うのです。 

    それからね、ちょっと時間ないからだけれども、この維持管理費、パ

ークゴルフ場だと、さっき答弁で1,700万円ほどで、入場料でペイでき

るような話をしたけれども、そんなレベルじゃないですよ。大衡に行っ

て聞いてきてみてくださいよ。毎年大変な赤字ですよ。それを穴埋めし

ているのは補助金ですから。大変だって言っているんだよ。そういうふ

うな河川敷になったらもっと大変だよ。もうちょっと何ていうの、研修

なり聞き込みをしたほうがいいと思うのだけれどもね、私は。私は聞い
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てきましたよ。私はパークゴルフ場推進派なの、実は。ただ、河川敷が

納得できない。もうちょっと調べてほしいと思うのだけれども、どうで

す。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課、櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） 議員がおっしゃるとおりだと思いますので、

ちょっと調査のほうも進めながら、聞き取りもしながら検討のほうを進

めてまいりたいと思います。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 本当に時間なくなっちゃったな。 

    次に、大綱３番の人口減少対策についてなのですけれども、本当に今、

土橋のほうでも民間企業がね、造成しているようですけれども、大郷の

町では採算取れないと言っても、町のためだってやっているみたいです

けれどもね。仙台辺りだと土地が高くて、売るのに採算取れるような話

も聞いたけれども、大郷ではできないということなので、じゃあそこに

何らかの形で町で助成するなりして、民間でやるのだったら町でこの補

助を出しますよとか、じゃなかったら町で土地を買って、あとは造成を

任せますよとか、そういう考えの下に何とか宅地造成、進めてほしいと

思うのだけれども、町長。大郷に来たくても住むところがないの。住む

土地がないの、まず。その辺どうでしょう。どう考えていただけますで

しょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 民間で造成して合わないという話、あんまり聞いていな

かったけれども、町でやっても経費がかかるのは同じですよね。ただ、

だからそこを逆に私は、町のほうが造成にかさむのかなと思っていたの

ですが、何だか熱海議員とちょっと私、認識が違うのかなと思ったけれ

ども、いずれにしても、町でも、場所にもよるのですけれども造成費、

平らなところであれば最初から大した造成費はかからないし、そういっ

た場所を選んで宅地として定住促進ということになると、やはり必要性

は感じておりますので、平場で宅地開発造成を考えたいと思いますし、

特にできれば若者世代の移住・転入を図るような施策に持っていきたい

と考えていますので、よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） ちょっと何が違うのか分からなかったのだけれども、例

えばね、町で多少かかっても、将来的に、前に町長も言っていたじゃな

いですか。民間では売ったら終わりや。そこで利益を生まなかったら企
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業でないわけだから。でも、町の場合は違うでしょうと。税収入るでし

ょうという考えもあったじゃないですか。そういう考えの中で町が率先

して土地取得なり造成をしてもいいのではないかなと。いろいろ当時は

問題ありましたよ。だけれども、町でやらないと、多分企業ってなかな

かできないのかなと思っているので、ぜひその辺も踏まえてお願いした

いと思います。 

    それから、私、今までも何回も言っているのですけれども、空き地・

空き家バンクね、件数少ないよね。課長、これ、前にも言ったけれども

さ。じゃあないのかといったら、あるんですよ。ただ、土地の所有者な

り建物の所有者なり、独り住まいで亡くなった場合、誰の所有になって

いくかというのはなかなか難しい点があるのも分かるのです。でも、そ

こを担当課として突っ込んで調べてさ、こういう土地ありますよ、こう

いう空き家ありますよというのを増やしていってほしいわけです。そう

でないと、増えていかないでしょう、待っているだけでは。だって固定

資産税を出しているわけだから、どこかに知り合いなりいるわけでしょ

う。そういうのを考えて、担当課としてもっと突っ込んでいろんな情報

入れて、空き地・空き家バンクに登録してもらえるように努力してほし

いと思うのだけれども、どうですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    昨年ですけれども、空き家のアンケート調査ということで、以前に区

長さんからの情報もいただきながらということで、140件の方にお送り

して、返ってきたのが60件程度で、実際、空き家としては三十数件とい

うことでございました。 

    その方たちのアンケートの中で、これからそういった空き家バンクで

あったり、あるいは民間の企業さん、不動産会社であったり、その辺を

紹介してもいいですかというようなアンケートの質問をしております。

その回答をいただいて、その内容で御案内のほうもさせていただいたと

いうところがあるのですけれども、実際、直接そこは所有者の方、管理

している方に届いたというところはあるのですけれども、実際は、返っ

てきているのはそれほどないというような状況があります。令和６年度

は２件、令和７年度は２件の登録ということでしかない、空き家ですけ

れども、登録しかないというような状況もございますので、これまでも

いろいろと周知のほうはしているというような状況ではございました

が、今後、熱海議員がおっしゃられるとおり、どういった形が一番届く
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のかというところを、どういった調査をすればといったところも、いろ

んなやり方があるかと思いますので、様々参考にしながら取り組んでい

ければと思っております。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） ちょっと通告にないかもしれないのですけれども、廃屋、

ありますよね。例えばバンクに登録できないようなね。リフォームにも、

もう解体して家を建てたほうがいいというようなところもあるのです

けれども、例えばね、そういう廃屋の近いところの隣に新しい家を建て

て、そのまんまの家って結構あるんですよね。今まで住んでいたと。結

局はもういつ倒れるか分からなくても、そこは壊さずに新しい家に住ん

でいるというお宅がいっぱいあるのです。 

    こういうのって、例えば税金が高いからという面だけで解体しないと

いうのがあるのだけれども、それを撤去したときに何らかの方法で雑種

地にするとかなんとかというのはできないものなんですかね。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） 今のところ私のほうでの情報として持っ

ているところでは、その空き家・空き地の問題というところでの情報と

いうところですけれども、確かに議員おっしゃるとおり、撤去した場合

には、これまでの宅地の特例というところでの税の減免というか、それ

がほぐしてしまって、住宅がなくなった場合に６倍になってしまうとい

うふうな制度になっているというところはあります。それが何とかその

さらに特例というところで何らか方法があるかというと、今現在、情報

としてはないというところがございますので、改めて確認はしてみたい

と思っています。 

議長（石垣正博君） 熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） （３）番も１分しかない、１分もないので、町長、夢実

の湯、何とか、今所有している企業さんと話合いしながら、町でできる

部分で、何とか協力できないかなと思うのですけれども、お願いしたい

のですが、町長、最後にいかがですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 議員の思いは分かりますし、町民の多くの皆さんもそう

思っております。企業さんの考え、意向次第なのですが、その辺の考え、

意向をこちらからも伝えさせていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

議長（石垣正博君） これで熱海文義議員の一般質問を終わります。 
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    次に、７番鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 通告順位６番、鈴木恵子。よろしくお願いします。 

    まずは、第１項、倒木の安全対策強化について。 

    本町には赤道が多く存在し、また人通りは少ないものの木々が鬱蒼と

生い茂る公園もある。これまでにも、夏の豪雨で倒木が発生し、幸い通

行人はいなかったものの、危険な状況であった。 

    さらに、先日の暴風では倒木により停電が起こるなど生活への影響も

出ている。 

    これからの季節は積雪や暴風による倒木リスクが、さらに高まること

が懸念される。人身事故や災害を未然に防ぐためにも、早急な安全対策

が求められる。以下の点について伺います。 

    （１）赤道・町道・公園の定期的な樹木点検の実施状況は。 

    （２）災害時の停電リスク低減に向けた町の対策は。 

    大綱２、ふれあい農園について。 

    本町の貸農園は利用者が少なく、多くの区画が空いている。今後どの

ように利用していくのか、所見を伺う。 

    大綱３、教育長・代表監査委員不在の対応について。 

    （１）教育長が不在の状況が続く中、教育行政の継続性や現場への影

響について心配している。この間、教育委員会の業務はどのような体制

で進めていたのか、問題はなかったのか、早期の選任に向けた見通しに

ついて伺います。 

    （２）代表監査委員の任期について、町で把握していなかったのか、

このような状況になった理由と、今後の対応について所見を伺います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 鈴木恵子議員の大綱１つ目、「倒木の安全対策強化につい

て」の御質問に答弁をいたします。 

    （１）の「赤道・町道・公園の定期的な樹木点検の実施状況」につき

ましては、赤道は、町内広範囲にわたるため、定期的な点検は難しい状

況にあります。行政区長さんや町民の皆様から倒木等の情報をいただき

次第、伐採や撤去など早急に対応しております。 

    また、町道につきましては、月１回の道路パトロールを実施している

ほか、台風・豪雨などの災害発生後にはパトロールを実施し、倒木や倒

木のおそれがある樹木を確認した場合は、速やかに伐採などの対応を行

っております。 

    公園についても、月に１回、職員が定期見回りをしているほか、大雨
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や強風などが発生した場合にはできる限り早く公園を巡回し被害確認

や安全確認を行っております。 

    （２）の「災害時の停電リスク低減に向けた町の対策」につきまして

は、東北電力やＮＴＴ東日本に情報提供し、町民の皆様から役場に問合

せがあった場合には、各社窓口の連絡先をお伝えし対応しているところ

であります。また、台風・豪雨などの災害発生時には、電力会社と情報

共有を行い電線損傷の未然防止に努めております。今後も、異常気象に

よる倒木リスクの高まりを踏まえ、点検の実施及び関係機関との協力に

よる停電リスクの低減に努めてまいります。 

    次に、大綱２つ目、「ふれあい農園について」の御質問につきましては、

熱海議員への答弁と同じ内容になりますが、今年度１人の方に一区画を

お貸しし、利用いただいている状況でございます。 

    本町といたしましては、農園を利用していただける方について、法人、

個人を問わず募っていきたいと考えております。 

    なお、今後のふれあい農園の在り方につきましては、地権者の方々の

御意向も伺いながら検討してまいります。 

    次に、大綱３つ目、「教育長・代表監査委員不在について」の御質問に

答弁をいたします。 

    （１）の「教育長不在による教育行政の継続性や現場への影響」につ

きましては、教育委員会の会議その他教育委員会の議事運営に関する事

務は、教育長職務代理者が行い、それ以外の事務については、学校教育

課長と社会教育課長が行っております。学校等の対応は、各課長と指導

主事が行っており影響がないよう対応しております。 

    なお、このたび適任者が見つかったことから、今12月定例会に追加提

案したいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

    （２）の「代表監査委員の任期について把握していなかったのか」と

いうことにつきましては、町では把握しておりました。このことも９月

定例会に提案すべきではありましたが、今12月定例会に追加提案したい

と考えておりますので、よろしく御理解のほどお願いします。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） じゃあ点検は一応している、行政区長さんとかに情報を

いただきながら、危険木に対しては町では把握しているという認識でよ

ろしいのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。財政課長。 

財政課長（菅野直人君） お答えいたします。 
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    そのとおりでございます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） あと、公園などは月に一度、職員が定期見回りをしてい

るということがあるのですけれども、公園で危険な木があった場合と

か、そういった場合の判断、全体向きの判断なのですけれども、専門家、

樹木医さんなどの診察というのですか、そういうのを受けて判断なんか

はなされているのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    現状におきまして、樹木医の方々など専門家の方の判断を受けている

というところではございませんで、職員が目視によって倒れているかど

うかというのを確認している状況です。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） その点検を受けて危険木を予防的に早期に伐採するなん

ていうことを行ってはいるのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） 公園の樹木についてのというところでお答えさ

せていただきます。 

    公園の樹木について予防的な伐採というところは、現状、なかなか行

うことができていない状況になっておりますけれども、例えば松枯れ被

害などが出ているような松につきましては、ぱっと見た段階で赤くなっ

ておりまして、もう枯れているなということが分かりますので、それに

ついては予防的に伐採している例も一部ございます。 

    そのほかに、ほかの樹木についても明らかに枯れていて倒木の危険が

あるなというものにつきましては、予防的な伐採というところも行って

いる例もあります。 

    ただ、全般的にそれができているかというと、定期の見回りではでき

ていない状況ですけれども、発見したときには予防的な対処というのは

やっている状態でございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 今は公園の件でお伺いしたのですけれども、年間的には

大体何本くらいの木が伐採されているのでしょうか。道路、公園、全て

の件で。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。財政課長。 

財政課長（菅野直人君） お答えいたします。 
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    赤道に関しましては、今年度、実際に伐採した箇所は２か所ございま

して、これは町のほうの対応で行っております。それから、地域の方々

に御協力をいただいて、事前に伐採、倒木のおそれがあるというところ

を伐採していただいたという事例もございます。 

議長（石垣正博君） 続いて、答弁願います。地域整備課長。 

地域整備課長（遠藤歩未君） お答えします。 

    町道につきましては、令和６年度については、パトロールの中と合わ

せまして60か所対応させていただいております。７年度につきましては

８か所対応させていただいております。以上です。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    予防的に伐採した木というところで、今年度はまだ行っておりません

けれども、今議会において予算、松枯れ被害が起きた木について４本、

伐採の費用を計上させていただいております。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 今の答弁で、ちょうど令和６年度は60か所でしたっけ、

そして今年度はまだ一桁台ですよね。の本数を伐採しているということ

ですか。この差はどういうことなのでしょうか。これからまだまだ伐採

する予定とかはあるのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。地域整備課長。 

地域整備課長（遠藤歩未君） お答えします。 

    支障になる木について伐採を行っておりますので、これから冬期にな

ると雪が降ってちょっと垂れ下がったりというのが多くなりますので、

そちらの伐採のほうで増えていくものと考えております。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 冬期になったら伐採ということなのですけれども、根の

近くから切るのか、その邪魔になっているところの枝だけを払うのか、

どういったことをやっているのか教えてください。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。地域整備課長。 

地域整備課長（遠藤歩未君） 町のほうとしましては、根まで切らずに枝払い

のほうだけさせていただいておりまして、所有者が民間の方の場合もあ

りますので、そちらについては町のほうから御連絡して、お願いして伐

採していただいている状況になります。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） その伐採なのですけれども、伐採に対応してくれる委託
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業者なんていうのは町にはいるのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。地域整備課長。 

地域整備課長（遠藤歩未君） 町道につきましては、緊急維持業者のほうにお

願いしておりまして、町内の寺嶋建設工業さんのほうに年間として委託

しておりますので、そちらのほうで伐採のほうを行っていただいており

ます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） あと、例えばさっき、自分の、よそ様のうちの敷地とか

ということで、道路に面した私有地の木が外に出ている、そういった場

合、町としてどこまで介入、助言というのができているのか教えてくだ

さい。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。地域整備課長。 

地域整備課長（遠藤歩未君） 民地の木につきましては、所有者の管理が原則

としてありますので、町からはお願いという形で区長さんを通じて行っ

ております。ただ、緊急性がある場合、木が倒れてきた場合などは、法

律に基づきまして町のほうで撤去などを行っている状況です。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） じゃあ町のほうで撤去といっても、個人のものですから

後から、法律に基づいてだからきっと町で持つのかと思うのですけれど

も、その所有者の方の責任とかということで幾らか代金を補助、お支払

いいただくなんていうことはないのですか。全く切ってもらったもの勝

ちなのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。地域整備課長。 

地域整備課長（遠藤歩未君） お答えします。 

    緊急性のあるものについては町のほうで伐採はいたしますが、木の処

分などを行っていませんで、そちらについては所有者のほうに行ってい

ただいております。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 倒木というか、そういう危ない木については行政区や地

域の住民の皆様からの情報で共同点検などが行われ、町としてはそれで

安全対策を担っているという認識でよろしいのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。財政課長。 

財政課長（菅野直人君） お答えいたします。 

    今議員さんがお話しいただいた件は、赤道はそのような状況にござい

ますが、町道ですとか公園につきましてはそれぞれ担当課のほうで見回
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り等も行っておりますので、町道のほうにおいてはそのような御協力も

いただいているという内容でございます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） あと、町として将来を見据えた樹木管理、何ていうのか

な、管理計画みたいなのは行っているのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。財政課長。 

財政課長（菅野直人君） お答えいたします。 

    その場所等にもよると思いますが、あくまで全部が町のほうの所有地

の中に入っている木という形ではございませんで、民地の場合もござい

ますので、全てその木に関して計画的にというところではなかなか難し

いところでございますので、やはりその状況に応じた対応という形にな

ろうかと思います。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） あと、住民の方からちょっと依頼あったことがあるので

すけれども、公園の木の伐採した後、その後何も植樹されていない、私

たちは桜の季節を楽しみにしているのに、桜の苗木の１本、２本を植え

てもらうと助かるんだなというお言葉がありました。そういった対応は

今後はあんまり大郷町では積極的には行っていかないということなの

でしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答えいたします。 

    現時点で、桜の木を植えるとかそういった計画があるわけではござい

ませんけれども、もしやはり公園に桜の木を満開にさせたいとか、そう

いうニーズというか御要望が高まってまいったときには、ちょっと考え

てみたいなというふうに思っています。 

    それと、あとその管理というものも含めて考えていくことになります

けれども、やはり町民の皆様がそれを望んでいらっしゃるというふうな

ことになれば、それも検討しなければならないかなというふうには考え

させていただきます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） （２）に行きます。（２）は、答弁書どおりに電力さんと

情報共有も行い、電線損傷の未然防止に努めているということなので、

引き続き安全対策のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

    次は、大綱２に行きます。ふれあい農園についてお伺いします。 

    この事業、貸農園の事業が始まってから何年たつのでしょうか。 
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議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    正確に何年たつかというところは、申し訳ございません、今情報を持

ち合わせていないのですけれども、私が確認した記録では、平成の一桁

ぐらいからは貸農園事業をやっていたかと思います。途中一時期、一旦

やめて、そしてまた復活させたというような経緯もございますけれど

も、それぐらい、もう三、四十年はたっているのかなというふうに思っ

ております。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） ふれあい農園の看板を見ますと、農業・農村活性化農業

構造モデル事業となっております。これの内容についてお伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） 申し訳ございません。詳細を把握しておりませ

んので、あと確認をしておきます。申し訳ございません。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） そして、事業主体は大郷町と看板にうたってあります。

利用目的は、貸農園のみでその事業が行われていく場所なのでしょう

か。事業形態を変えることなどはできないのですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    今現在としては貸農園というところで事業を行っているところではご

ざいますけれども、そのスキームを変えるというところはまだ条例、場

合によってはその条例を見直すということも必要になってくるかと思

いますけれども、必ずしもそれでのみしかできないというふうなことに

は、将来的にそれのみしかできないというようなことにはならないと思

います。制度をちょっと変えれば、別のやり方ももしかするとできるか

なというふうには思います。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） そして、農園は当初から約2.3ヘクタールでスタートした

農園なんですよね、きっとね。それで、今年度で賃貸契約が終了するに

当たり、地権者の方に何らかの説明とかは行われているのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答えいたします。 

    これからやらなければならないというふうに思っております。以上で

ございます。 
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議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） これからというと、３月まで、お正月間もなくだからあ

れなのですけれども、いつ頃までその方針を伝える予定なのですか。３

月にやるから、やめるからと言われても、地権者の方は困るような気が

するのですけれども。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    まずは、その地権者様と来年度の契約をどうしますかというところの

お話をしなければならないのですけれども、それがその３月というとこ

ろではあまりにも遅過ぎますので、一旦目標として考えているのは、年

内中には一度そういう機会を持てればいいなというふうには思ってお

ります。もしそれが年内中は難しい場合でも、年明け早々には、来年度、

４月以降の契約に向けた話合いの場というものは持ちたいというふう

に考えております。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 地権者の人も、今、今というか、12月になって何も言わ

れなかったら、きっとさっきの、何だ、大郷農園のように自動継続なの

かな、私たちもなんて思ってしまうかもしれませんよね。だから、早め

にどうするのか、町長に伺います。この農園は利用中止とするべきか、

このままこの形態で続行するのか。それとも、形態を変えて新たにリニ

ューアルして、大郷町にいろんな方が寄って農業を楽しんでもらえる施

設として生き返らせるのか。町長はどのようにお考えなのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 利用形態というか、少ないので、先ほど熱海議員にも答

弁した内容とも重なるけれども、もう１回やはり広報すべきなのかなと

思います。借りている人については大事にしていかなきゃないし、やめ

るからというと、別のところに行ってくださいということになる、たっ

た一区画とはいえ、と思います。そこは重視しなきゃない。 

    それで、もしかするともっと借りる人がいるかもしれない。広報の仕

方によって。地代が高いか、どういう理由で来ていないか、広報が足り

ないかもしれないし、その辺をもうちょっと検討させていただきたいと

思います。 

    あと、地権者の方についてのこの土地、果たして全部要るかというこ

ともやはり考えていかなきゃいけない。あの区画の半分ぐらいを別の用

途に使うとか、効果的な用途があればそれは町で使ってもいいのだろう
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し、でなければ、やはりお返しするような形になっていくと思います。

管理費だけかかるので。 

    その辺、先ほど課長からも言っていた、地権者とも１回とにかくでき

る限り早めにお話合いをしながら、早期に、来年の春までには方向性を

決めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 私、ふれあい農園、かなり好きでこの話、話題にするの

ですけれども、ある職員さんから言われました。これやるよと言ったっ

て、誰やるの、恵子さんと言われました。 

    それで、私、去年の夏、ちょっと一区画、花の苗300ばっかりちょっと

知り合いから頂いたもので、植えてみようかなと言って、ひとまず朝５

時頃起きて植え方しました。やはりなかなかね、やったことがない人が

やるというのは大変なことです。自分でやってみて大変だったのだか

ら、職員さん、こうやって誰がするのというのは、本当に正直なことだ

と思います。職員さんたちに、議会のときどうするのこうするのと言う

のではなく、やはりみんなでこれは考えていかなきゃいけない問題だな

と思って考えていたら、ちょっと私のアイデア、町長、聞いていただけ

ますか。 

    貸農園というのは、やはりそもそも最初からそれでやっているので、

その形は一応残します。あと、可能ならば目的に合わせて、ここは何の

ブースという感じでちょっと分けていただいて、本来の貸農園の場とし

て１つ、あと交流人口増を目指した野菜の摘み取りイベントの場とし

て、先日、先ほども誰か言ったけれども、地域おこし協力隊がネギ堀り

ワンダーランドで、約260名の方が、家族連れの方もいたので260名の方

が参加されたというのも聞いております。 

    そのお客さんの中にも、ダイコン掘りとかあるといいよね、芋掘りと

かあるといいよねという言葉もあったということも聞きました。そうい

う摘み取り農園の場として１つ。 

    あと、野菜作り初心者の方への指導員つき体験農園、年取って、失礼

だけれども、でも農家は上手だぞという先生的なおじいさん、おばあさ

んを集めて、その人たちに指導員として頑張っていただく。そういった、

何だろうな、年取った人も活躍できる場を町として与える、与えるとい

うのも失礼なのですけれども、そういった場になってくれればいいかな

と思いました。 

    あと、もう一つ、ブルーベリーなど、ちょっとした木を植えてもらえ
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る、植えた、そうやって畑でなく木々があるコーナーを１つ。あと、お

花畑も少し片隅のほうにも１つあればいいかなと思いました。 

    あと、私、小学校のときに理科の先生がすごく芋掘りとか上手で、小

学校４年のときになると、吉岡小学校って必ず芋を植えさせられて、そ

れが必ず給食に出て、給食の時間の放送で「何年何組が作りましたジャ

ガイモです」と、そういうのを１年に１回、２回出て、給食の時間にみ

んなでわあなんて騒いで楽しかった思い出があるのですけれども、それ

で、小中学生の農業体験、今は何か環境学習というそうなのですけれど

も、環境学習の場として野菜の収穫、もちろん収穫したら自宅に持ち帰

ったり、ジャガイモとかもつものであれば給食に取り入れてもらった

り、あとそしてできればフードバンクや子供食堂を運営しているところ

で利用、その野菜を利用してもらったり、社会貢献をする子供たちを育

成することにその畑を活用することはできないものかなということを

考えました。 

    社会貢献して一生懸命頑張っている子供に対してはいろんな地域の方

からとか、応援したくなる子供というのですか、私も子供３人いたけれ

ども、応援したい子供としたくない子供、確かに自分の子供でもいるん

ですよ。でも、こうやって野菜作り、一生懸命やっていて、恵まれない

というか、子供食堂にあの人たちのジャガイモやっているんだって、そ

ういう、何ていうのかな、大郷の子供たちの心の教育の場として、あの

農園を再活用してもらいたい気持ちはあります。町長、いかがでしょう

か。私のちょっと一晩寝ないで考えたアイデアです。 

議長（石垣正博君） ちょっと長かったな。答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 様々な考え方、可能性があると思います。いずれにして

も、先ほどもお話ししましたが、町でそのＰＲがやはり少なかったと思

う。あそこのこういう場所にこのぐらいの値段で借りられる、こういう

スペースがあるとか、それで今、鈴木議員が言ったようないろんな可能

性がある、使い方としてね。それに魅力を感じれば、借りる人、需要が

あるのだと思います。 

    その辺を含んで、なるべく早い機会に結論というか、方向性を出すと

いうことを先ほどお話し申し上げましたが、それの可能性のあること

を、それができないのであれば別なんですが、ある方はあそこを宅地に

したらという方もおります。昭和生まれの人はお墓と言うだろうし、田

舎生まれの人はお墓と言うのですけれども、町の人は全然気にしません

からというお話もいただいております。 
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    いずれにしても、そういう使い方としてはあると思いますので、取り

あえずは農地、その中で今いただいたアイデアを含むと、いわゆるレジ

ャー農園的な、観光農園的な交流施設にもつながるしということのやつ

で、どれが一番効果的なのか、あるいは継続性です、一番は。短期で終

わってしまうと困るので。その辺も含めながら検討させていただきま

す。いろんな御意見をいただきましたので、後で一晩寝なかった分、ペ

ーパーに書いていただければと思います。よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） そして、もう一つ言い忘れました。あそこにはクラブハ

ウスというきちんと基礎打ちをした、まあ古くはなっていますけれど

も、昨日行ってちょっと戸を開けてみたら、テーブルから椅子から冷蔵

庫からって、まあ冷蔵庫はもう使えない状態なのかもしれないけれど

も、きちんとした、何だろうな、農業をして、私、前回、委員会か何か

で言ったのですけれども、ちょっとした花の寄せ植えとかを作ってそこ

に置いておいて、そこで作業をするような場所的に、とってもいいなと

思った場所もありました。 

    やはりああいった、何だろうな、既存の施設なんですよね、あれも１

つのね。それも大事に使えるように、本当に町長、考えていっていただ

きたいと思います。では、よろしくお願いします。 

    では、大綱３に行きます。教育長・代表監査委員の不在についてとい

うことで、不在時には教育長職務代行者、これは誰が行ったのでしょう

か。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（角田倫明君） お答えいたします。 

    職務代理者としまして教育委員の１名を指定しておりますので、その

方が代行しております。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 今回ね、選挙があって町長が新しくなって、それで教育

長の突然の退任、その直後から選任に向けて検討は行っていたと思った

のですけれども、それでも一般質問の通告を契機に人選が進んだという

ことはないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） それはないです。それ以前に決まってます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） じゃあ（２）の、金曜日には新しい教育長さんの予定者
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のお名前が分かるということですよね。はい、分かりました。 

    では、任期が、代表監査委員さんの任期満了は、人選に苦慮していた

ということで、不在期間中、監査業務の影響や法令上で何か支障はない

のでしょうか、この不在ということで。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） お答えさせていただきます。 

    監査委員は今１人おりますので、１人で今頑張っていただいたという

ことでございます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 今後、監査委員さんのみならず、任期がこの人はここで

切れるとかというのを、きっとあると思うのですけれども、そういった

ことの管理というのですか、遅れを取らない管理というのですか、そう

いったものは今まではできていたということなのでしょうか。それと

も、たまたま今回そういったことなのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） それぞれの任期につきましてはこちらで掌握してご

ざいまして、それぞれ、今回につきましては町長選があって、新しい石

川町長が就任されて以降、すぐ９月の定例会もございまして、先ほど町

長答弁にもございましたが、人選に苦慮しておりましたので、ちょっと

遅れましたが、今回、新たに追加提案をさせていただくということにし

てございます。 

７番（鈴木恵子君） 一般質問を終わります。 

議長（石垣正博君） それでは、鈴木恵子議員の一般質問を終わります。 

                                    

議長（石垣正博君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

    本日はこれにて散会といたします。御苦労さまでございました。 

           午 後 ４時３４分  散 会 

                                    

    上記の会議の経過は、事務局長 三浦 光の記載したものであるが、

その内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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